
国

分

寺

成

立

考

1

最
勝
王
経

の
受
容
と
天
平

十
三
年
三
月
廿

日
の
詔

に

つ
い
て
ー

平

岡

定

海

一
、

は

し

が

き

奈
良
時
代
の
国
分
寺
を
め
ぐ
る
歴
史
的
背
景
に

つ
い
て
は
か
な
り
古
く
か
ら
多
く
の
所
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
仏
教
史
的
立
場
か
ら
も
、
歴
史
学
的
方
向
か
ら

も
そ
の
成
立
に

つ
い
て
論
争
が
く
り
か

へ
さ
れ
て
い
る
。

最
近

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
労
作
の
井
上
薫
氏

の

「
奈
良
朝
仏
教
史
の
研
究
」
に

つ
い
て
も
、
要
約
す
れ
ば
そ
の
所
論
の
比
判
に

つ
い
て
縷
々
述
べ

ら
れ
て

い
る
。

こ
と
に
ω
国
分
寺
創
建
の
詔
の
発
布

の
時
期
及
び
詔
勅
の

「
秋
稼
」
の
文
字

に
つ
い
て
は
、
天
平
十
年

.
十

二
年

の
説
等
に

つ
い
て
比
判
を
加
え
ら
れ
、

②
そ
れ
が
ま
た
藤
原
広
嗣

の
乱
と

の
相
関
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と

の
点
だ
と
か
、
㈹
国
分
寺

の
成
立
が
中
国
仏
寺

の
分
国
方
式
の
設
置
を
模
倣
し
た
に
し
て
も
、

階
文
帝

の
唐
の
高
宗
、
則
天
武
后
、
中
宗
、
玄
宗

の
ど

の
時
期

の
も
の
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
か
等
、
国
分
寺
に
対
す
る
諸
説
は
多
士
済
済
で
全
く
多
義
に
わ
た

っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
ら

の
諸
論
を
考
え
て
見
る
と
き
、
国
分
与
創
建

の
歴
史
的
背
景
に

つ
い
て
は
、

い
ま
だ
充
分

に
核
心
に
触
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
点

が
う
か
が
え
る
。

ま
た
或
説

で
は

「
国
分
寺
」
と

い
う
名
に
と
ら
わ
れ
た
よ
う
な
論
さ
え
見
ら
れ
ら
い
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
あ
ら
た
に
最
勝
王
経
の
受
容
を
根
幹
と
し
て
、
道
慈
と
玄
肪

の
立
場

に
触
れ
あ
わ
せ
て
最
勝
王
経
の
受
容
と
広
嗣
の
乱
と
の
関
係
な
ら
び

に
天
平
十
三
年

三
月
廿
四
日
の
国
分
寺
の
詔
の
思
想
史
的
な
背
景
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
も

の
で
あ
る
。
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と
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国
分
寺
成
立
考

国
分
寺

の

名

称

に

つ
い
て

は

天
平
十

三
年

三
月

廿
四

日

の

詔

に
明
確

に

「
僧
寺

ニ
ハ
必
ズ
令

レ
有
二
廿

僧

一、

其
ノ
寺
ノ
名

・
バ
為

二
金
光
明

四
天

王
護
国
之

寺

ト
一
尼
寺

一

十

ノ
尼
ア
リ
、
其

ノ
寺

ノ
名

ヲ
為

二
法
華

滅
罪
之

寺
卜
一」

(
続
紀
十

四
)
と
あ

れ
ば
、

こ

の
国
分
金

光

明
寺

が
あ

き

ら

か
に
金

光

明
最
勝

王
経
四

天
王
護

国
品

を

所

依
と

し

て
、

そ

の
転
経

為
福

の
た
め

に
創
建

さ
れ

る
に
到

っ
た

の

で
あ

る

こ
と

は

い
う
ま

で
も
な

い
。

そ
し
て

そ

の
詔

の
冒

頭

に

「
災

除
福
至

」
ま

た

は

「
求

二景
福

一」

と
か

の
語
が

見

え

る

の
も

こ
の
た
め

で
あ

る
。

こ
の
最

勝

王
経
は
義

浄
訳

を
指
す

の
で
あ

っ
て
唐

の
長
安

三
年

(七
〇

三
)

に
訳

さ
れ

た
も

の
で
あ

る

。

こ
の
経
典

の
我
国

へ
の
伝
来

に

つ
い
て
は
玄
肪

帰
朝
以
前

の

道

慈

の
帰

唐

を
待

っ
て
将
来

さ
れ

た
も

の
と
考
え

ら
れ

る
。

続
紀

の
紀

事

に
よ

る
と
神
亀

二
年
六

刀

十
七

日

の
詔

に

(七

二
四
)
「
へ、
r三
僧

尼

一読
中
金

光

明
経

上
、
若

無

二此
経

一者
、

便
転

二
最
勝
王

経

一令
下
二
国
家

一平
安
上
」

と
あ

れ

ば
、

こ
の
時
期

が
金

光
明

経

の
新

訳
と

旧
訳

の
交
代

の
時

と
考

え

て
至

当

で
あ

ろ
う
。

も

ち
ろ
ん

こ
の
経

の
受
容

に
対

し

て
も

と
と
な

る
思
想

は

こ

の
詔

に
七

道
諸

国

の

「
除

冤
祈
レ
祥

、

必
愚

二
幽
冥

一、

敬

レ神

尊

レ
仏
、
清

浄
為

レ
先

」

す

と

と
も

に
、
神

亀

.
一年

九
月

汁

、
一口

の
詔

で
は

「
陰

陽

和
而
風

雨
節
、

災
害

除

以
休

徴
藻

ル
」

を
求
め

る
も

の

で
あ

っ
た
。

そ
れ
と
同
時

に

三
千

人
の
出

家

入
道
と
、

大

和

国
内

の
諸

寺

に
九

刀
廿

三

日
よ

り

一
七
ケ

日
転

経
し

て
災
異

を
除

か
ん
と

す

る
も

の

で
あ

っ
た
。
①

そ
し

て
最

勝
王
経

受
容

の
目

的
条

件

は
国
家

の
災

異

を
除

く

た
め

に
転

経
し

て
祈
願
す

る

の

で
、

こ
の

経
典
転

読

の
功

徳
は
必
然

的

に
僧

徒

の
修
行

を
経

て
い
る
浄
行

僧

で
な
け
れ

ば
な
ら

な

い
と
さ
れ

て

い
る
。

そ
の
条
件

と

し

て
は
、
ω

講
コ
論
衆

理
、

ω
学

コ
習
諸

義

一、
㈹

唱
ゴ
訥
経
文

[、

ω
修
ゴ
道
禅

行

一
と

の
四

つ
の
眼

目
が
与

え
ら

れ

て

い
た
。

②
ま

た
養
老

四
年

(七

二
〇
)

十

二
月
汁

五

日

の
詔

に
も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
詔

日
、

釈
典
之

道

、
教

在

二
甚
深

【、

転
レ
経
唱

レ
礼
、

先
伝

二
恒
規

一、

理
合

二
遵

承

一、

不
レ
須

二
轍
改

一、
比
者

、
或
僧

尼
自

出

二
方
法

一、
妄

作
二

別
音

一、
遂

使

二

後

生
之
輩
・、
積

習
成

F
俗

、
不

二肯
変

F
正
、

恐
汀

二
法

門

[、
縦

レ
是
始
乎

、
宜

丁
依

二漢
沙

門
道
栄

・
学

問
僧
睦
等

一、
転

経
唱
礼

ト一、
余

音

並
停
上
レ之

、
」

③

と
見

え

て

い
る

こ
と

か
ら
転
経

唱
礼

は
国
家
的

な
祈
願

、
な

ら

び

に

一
般

法
要

の
形

式
と
し

て
も

盛

に
普

及
す

る
よ
う

に
な

っ
た

の
で
あ

ろ

う
。

そ
し

て
そ
れ
が

旧
訳

の

金
光

明
経

よ
り
も

、
新

訳

の
最

勝
王
経

の
経
典

に
よ

り
深
く

興
味

を
示

し
帰
依

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

い
ま

こ
の
神
亀

二
年

の
最
勝

王
経
転

読

の
目

的
は

、
諸

国

の
神
祇
社

内

の
清

掃
と

、
寺
院

の
掃
浄

を
求

め

た

の
で
あ

る

が
、

そ
の
原
因

は
九

月
廿

二
日

の
詔

の
中

に
見

え

る

「
天
示

二
屋
異

一、

地
顕

二
動
異

一」

を
要

因
と
す

る
。

そ

こ
に
は
聖
武

天
菓

即
位
後

二
年
間

に
お
け

る

天
変

即
ち
神
亀

元
年

の

「
日
犯

二
焚

惑

一」

(
四
月
十

八

日
)

④
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と

か

「
日
有
レ
蝕
之

、
」

(七
刀

一
日
)

⑥

「
自

ニ
ハ
刀
朔

一、
至

二
是

口

[
(七

刀

二
十

日
)
焚

惑
逆

行
」

ゆ

や
、
神
篭

二
年

「
刀
犯

二鎮

星

一」

⑦
や

「
太
白

昼
見
」
⑧

(六

刀

廿

二

日
)

等

の
天
文

の
異
変

を

指
す

。

こ
れ

に

つ
い

て
は

、
史

記

天
官
井

に
も

「
焚

惑
出

則
有
兵

、

入

川
丘
ハ散
」

と

こ
の
星

の
出

る

こ
と

は
内

乱

等

の
発
生

の
前

兆
と

し

て
考

え
ら

れ
、
す
な

は
ち

い
ま

の
火

星

の
出

現
を

恐
れ

た

の

で
あ

る
。

そ
し

て

こ
の
難
を

の
が
れ

る

た

め

に

「
除

災
祈

レ
祥
、

愚

二幽

冥

一」

の

口
的

の
た

め

に
祈
祷

す

る

こ
と

は
中
国

で
も
先

例

が
あ

り

、
我

国

で
も

仏
堂
を
清

浄

に
し

て
祈

願
を

こ
め

る

こ
と
は

異
な
ら

な

か

っ
た
。

こ
と

に
中
国

の
天
子

思
想

を
継

承
し

て
政
治
道

徳

と
し

た

天
皇

に
し

て
み
れ
ば
、

「
仰

二災
告

一責
深

在
レ
予

、
昔

股
宗
脩

レ
徳
消

二
碓
雅

之
冤

一、
宋
景

行
レ
仁
、
弾

二
焚
惑
之

異

一、
遥
謄

二
前

軌

一寧
忘

二
誠

憧

」

⑨
と
、
明

か
に
焚

惑

星

の
難

は
即
位

の
よ
ろ

こ
び

を
打

消
す

も

の
で
あ

っ
た
。

こ
と

に
そ

の
即
位
直

後

の
、

「
聖

人
代

以

二宮

室

一、
亦
有

二京

師

一、
帝

王
為
レ
居

、
万
国
所

レ
朝
、

非

二是

壮

麗

一、
何

以
表

レ
徳
」
⑩
と
壮

麗
な

る
平
城

宮

の
宮
居

の
新

設

に
ひ
き
か
え

て

こ
の
悪

星

の
出
現

は
ま

こ
と

に
聖
武

天
皇

の
前

途

に
不
安
を
も

た
ら
す

も

の

で
あ

っ
た
。

そ
こ

で
こ

の
た
め

に
先

の
神
亀

二
年

の
僧

六
百

人
を
宮

中

に
請

じ

て
大
般

若

経
を
読

涌
せ

し
め

た
例

に
も

と
づ

き
、

い
ま

ま

た
災

異

を
除

か

ん
た
め

に
最
勝

王
経

を
転

読

し

て
祈

願
を
す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ
し

て
儒

教
的

ヨ
道

思
想
を
も

つ
.人
皇
は

神
亀

三
年
六

月

十

四

日

の
詔

で

ヘ

へ

「
夫

百
姓

或
染
二
瓶
病
病

一、
経
レ
年

未

レ
愈
、

或
亦
得

二
近

病

}、
昼
夜
軒

苫
、

朕
為

二
父
母

一何

不

二
憐

愚

一、
宜
遣

二
医
薬

於
力

才
京

四
畿
及
六

道
諸

国

[」

紛
過

と
朕

は
民

の
父
母

た
り
と

の
自

覚

の
も

と

に

こ
れ

に

の
ぞ

ん
だ
。

し
か
し
依

然

と
し

て
、
昼

に
太
白
歳

星

と

か
と
角
相
合

な

ど
、
ま

た
太
白
鎮

星

を
犯
す
等

の
天
変
が

ひ

っ
き
り
な

し

に
あ
ら

は
れ
、

た
だ

で
さ
え
瑞

祥

を
導

・ぶ
こ

の
時
代

で
は
政
治

の
危
機

と

し
て
も
受

け
と

ら

れ

た
。

そ
れ

は

ひ
る
が
え

っ
て
考

え
る
と
最

勝

王
経
受

容

の
条

件

と
し

て
見

ら
れ

る
も

の
で
も

あ

っ
た

し
、

そ

の
ほ
か
大

般
若

経

・
金
剛
般

若
経
も

こ

の
た
め

の
祈
願

の
経
典

と
し

て
採

用
さ
れ

た
。

そ
の
た

め

に
人
皇
及

.長
屋

王

は
神

亀

四
年

(七

二
七
)

二
月

二
十

一
日
、

天
自E
と
と

も

に
文
武

百
官

の
L
典

以
上

を
召

し

て
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
比
者

、
処
口
徴
若
錬
災

気
不

レ
止

、
如
聞

、
時

政
違
乖

、

民

情
愁
怨

、
天
地

告
レ
謎

、
鬼
神
見

レ
異
、
朕

施

レ
徳
不

し
明
、

価
有

二慨

明

一」
⑫

と

、

そ

の
不
安

を
叫

び

つ
づ
け
な

け
れ
ば

な
ら

な
か

っ
た

。

そ
し

て
彼
等

の
最
も
大

き

な
不
安

と
悲
し

み

は
何

と

い

っ
て
も

、
神
亀

五
年

(
七

二
八
)
九
刀

十

三

日
の
皇

太

・r
の
豊
去

に
求

め

ね
ば

な
ら

な

い
。

太
白

、

天
を

わ
た

り
、

夜

に
流
星
、

長
さ

二
丈

ば
か
り
赤

光
を
出

し

て
宮
中

に
堕

ち

る
な
ど

の
怪
異

の
中

に
、
皇
太

子

の
死
を
予

抽
.口
す
る

ご
と

く
、

つ
い
に
光
明

皇
后

と

の
問

に
出

来

た
最

愛

の
皇

太
子
が
な

く

な

っ
て
い

っ
た
。

こ
れ

は

天
武
系

を
継

承
す

る
相

続
者

を
失

な

い
、

は
た
ま

た
聖

武
政
権

へ
の
天

の
反
応

で
も
あ

っ
た
、

す

な

は
ち
皇
位
和

続
者

を

失

な
う

こ
と
は
聖

武
系

の
没

落
を
も

意
味

し
た

し

、
国
家
将
来

の
不
安

は
高

ま

っ
た
。

そ

の
た
め

に
天
皇
と

し

国
分
与
成
立
考
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国
分
寺
成
立
考

て

は
ま

さ

に

「
自

非

三
二
宝
威

力

一、
何

能
解

二
脱
患

苦

一」

⑬

と
廃

朝

三
日
に
及

ん
だ
。

そ
し

て
そ

の
結
果

と

し
て
金
光

明
経

を
諸
国

に
頒

つ
算

に
な

っ
た
。

「
十

二
月

乙
丑
、
金

光
明
経
六

十

四
鉄
、
六

百
四
十

巻
、

頒
二
於
諸

国

一、

国
別
十

巻
、
先

レ
是
諸

国
所

レ
有
金

光
明
経

、
或

国
八
巻

、
或
国

四
巻

、
至
レ
是
写
備

頒
下

、

む

む

随
二
経
到
日
一、
即
令
二
転
読

一、
為
レ
令
二
国
家
平
安

一也
」
⑭

こ
こ
で
は
金
光
明
経

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
つ
れ
は
新
写

の
最
勝
王
経
と
差
し
か
え
ら
れ
る
性
格

の
も

の
で
あ

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
国
毎

の
金
光
明
経
を
諦
す
る
例
は
、
大
宝

二
年
よ
り
国
毎
に
国
師
を
置

い
て

(
令
集
解
)
国
衙
請
経
を
命

じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
国
毎

の
十
巻
等
も
、

国
師
を
中
心
と
し
て
国
衙
の
僧
に
よ
り
転
読
さ
れ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
た
め
に
い
ま
や
金
光
明
経
や
最
勝
王
経
が

護
国
経
典

と
し
て
全
国
的
に
普
及
し
て
い
く

基
盤

が
こ
こ
に
備
は

っ
た
と
い

へ
る
。
そ
し
て
天
平
九
年
八
月

(
七
三

七
)

の
悪
疫
流
行
の
と
き
に
は
そ
の
全
国
頒
布
も
ほ
ぼ
ゆ
き
わ
た

っ
た
と
み
え
て

「
四
畿
内

二
監
及
七
道
諸
国
僧
尼
一、
清
浄
沐
浴
、

一
月
之
内
、

二
三
度
、
令
レ
読
最
勝

王
経

一、
」
⑮
と
諸
国
の
読
経
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し

こ
の
時
も
、
さ
き

の
天
変
地
異
、
天
然
痘
の
流
行
と
の
三
重
苦

の
形

で
政
治
的
苦
悩
が
表
現
さ
れ
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
の
時

の
原

因
は
、

そ

の
う

え
藤

原
氏

の
高
官

の
死

と
、
「
四
月
以
来

、
疫

旱
並
行

、
田
苗
憔
萎

、
由

レ
是
祈

二祷

山

川

一、
萸

二祭

神
祇

一、
未
レ
得

二
効

験

一、
至

レ今

猶

苦
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

朕
以
、
不
徳

一、
実
致
二藪
災

一、
」
⑯

の
災
害
は
ま
た
朕

の
不
徳
と
理
解
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
も
、
大
般
若
経
と
共
に
最
勝
王
経
が
読
蒲
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し

こ
れ
ら
の
天
変
地
変
悪
病
調
伏

の
た
め
最
勝
王
経
を
提
唱
し
た
中
心
人
物
と
し
て
は
道
慈
と
玄
肪
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
に
神
亀
二
年
以
前
に
は
最

勝
王
経
の
読
諦
の
例
は
な
い
。
前
掲
の
天
平
元
年

(七

二
九
)

の
道
慈
が
金
光
明
経
の
全
国
頒
布
の
行
な
わ
れ
た
翌
年

に
彼
が
律
師
に
任

ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
金
光

明
経
の
全
国
頒
布

の
提
唱
を
彼
が
行
な
ひ
、
そ
の
指
導
者
と
し
て
の
任
命
で
あ
る
と
も
理
解

で
き
る
。
⑰

こ
の
と
き
は
弁
浄
を
大
僧
都
と
し
、
神
叡
を
少
僧
都
に
補
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
弁
浄

は
ま
も
な
く

こ
れ
示
寂
し
て
、
そ
の
実
権
は
入
唐
帰
朝
後
約
十
年
を
経
た
道
慈

に
移

っ
て
い

っ
た
。

こ
の
道
慈
は
任
官
す
る
と
共
に
、
養
老
元
年

に

妖
僧
を
以
て
僧
尼
令

に
よ
り
濱
出
さ
れ
た
行
基
門
徒

を
如
法
修
行
す
る
も
の
と
し
て
許
し
、
天
平
六
年

(七
三
四
)
十

一
月
廿

二
日
に
は
僧

尼
た
る
も

の
は
法
華
経
及
び

最
勝
王
経
を
暗
調
す

べ
き
で
あ
る
と
提
唱
し
た
。

「
仏
教
流
伝
必
在
二
僧
尼

一、
度
二
入
才
行

一、
実
二
簡
所
司

一、
比
来
出
家
不
レ
審
二学
業

一、
多
由
二
嘱
請

一、
甚
乖

二
法
意

一、
自
今
以
後
、
不

レ
論
二
道
俗

一、
所
レ
挙
度
人
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

唯
取
F
闇

二
講

、
法
華

経

一
部

、
或
最
勝

王
経

一
部

、
兼

二
礼

仏

[、
浄
行

三
年

以
上
者
上
令

二
得
度

一」
⑱
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ま

た
大
安
寺

に
住
し
た
道
慈
は
、
自
分
自
身
の
転
経
の
功
徳
の
例
証
を
示
し
て

「
律
師
道
慈

言
、
…
…
大
安
寺
修
造
以
来
、
於
二
此
伽
藍

一、
恐
有
二
災
事

[、
私
請
二
浄
行
僧

等

一、
毎
年
令
レ
転
二
大
般
若
経

一
部
六
百
巻

㍉

因
レ
此
跡
レ郁

二諦
再

一飾
レ

ヘ

ヘ

へ

所

二災
害

一、
」
⑲

と
、
災
害

の
退
散
を
実
証
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
僧
侶

の
地
位

の
向
上
を
求
め
、
優
婆
塞
貢
進

の
試
問
の
な
か
に
も
最
勝
王
経
の
暗
諦
を
定
め

て
、
こ
の
経
典

の

普

及
と

一
般
化

を
推
進
し
て
い

っ
た
。

し
か
し

一
方

、
玄
肪

は
中
国

の
宮
中
内
道
場
や
中
央
官
庁

に
お
け
る
転
経
功
徳
に
よ
る
災
害

の
除
去

の
例
を
提
唱
す
る

こ
と
に

つ
と
め
、
そ
れ
は
ま
た
王
者

に
対
す

る

密
教
的
な
最
勝

王
経

の
受
容

の
道
を
開
き
さ
き

の
道
慈

の
戒
律
主
義
的
な
、
制
度
的
な
地
方
伝
播
を
求
め
た
方
向

と
は
対
立
し
た
。

最
勝
王
経
の
な
か
で
王
道
思
想
と
合
う
も
の
は
王
法
正
論
品
に

「
悪
風
起
無
レ
恒
、
暴
雨
非
時
下
、
妖
星
多
二
変
性

一、
日
月
蝕
無

レ
光
、
五
穀
衆
花
果

、
果
実
皆
不
成
、

国
土
遭
二
飢
鰹

一由
三
王
捨
二
正
法

こ

⑳
と
正
法
護
持
を
怠
た
る
王
者

の
必
然
的
な
難
を
示
し
て
い
ま
し
め
て
い
る
。
ま
た
同
経
の
四
天
王
観
察
人
天
品

に
は

「
若
有
二
国
王

[被
他
怨
賊
常
来
侵
擾
、
及
多
飢
鯉
疾
疫
流
行
、
無

量
百
千
災
厄
之
事
、
世
尊
我
等
四
王
、
於

二此
金
光
明
最
勝
王
経

一恭
敬
供
養
、
若
有
二
芯
鋼
法
師

一、

受
持
読
調
、
我
等
四
王
、
共
往
覚
悟
勧
二請
其
人

一、
時
彼
法
師
由

二
我
神
通
覚
悟
力

【故
、
往

二彼
国
界

一、
広
二
出旦
流
布
是
金
光
明
微
妙
経
典
一、
由
二
経
力

一
故
、
令
二
彼

無
量
百
千
衰
悩
災
厄
之
事
悉
皆
除
遣
」
⑳

と
経
典
に
の
べ
て
、
君
王
が
こ
の
経
典
を
護
持
す

べ
き

こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

あ
ん
じ
ん

こ
の
こ
と
は
聖
武
天
皇

の
政
情
不
安

に
対
す
る
安
心
と
も
な
り
、
ま
た

一
方

で
は
道
慈

・
玄
肪
の
護
持
僧
と
し

て
の
性
格
を
も
強
め
て
い

っ
た
。

そ
し
て
天
平
九
年
八

月
十
五
日
に
は

「
為
二
天
下
太
平
国
土
安
寧

一、
於
二
宮
中

一
十
五
処

「、
請

二僧
七
百
人
【、
令
レ
転
二大
般
若
経

・
最
勝
王
経

一、
度
二
四
百
人

一、
四
畿
内
七
道
諸
国
五
百
七
十
八
人
」
⑳

と
最
勝
王
経

に
よ
る
宮
中
読
経
が
行
わ
れ
さ
な
が
ら
唐

の
内
道
場

の
如
き
観
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
ま

っ
た
く
玄
防
の
立
場

が
道
慈
を
越
え
て
固
め
る
結
果
と
な
り
、
そ

の
た
め
に
彼
は
僧
正
に
昇
進
し
、
そ
の
弟
子
の
義
淵
や
良
敏
も
ま
た
神
叡
と
な
ら
ん
で
大
僧
都

に
特
進
し
た
。

こ
れ
は
明
か
に
入
唐
僧

の
な
か
で
も
道
慈
の
大
安
寺
系
を

越

え
て
玄
肪

の
如
き
興
福
寺
系
が
後
宮
の
勢
力
と
結
ん
で
天
皇

の
側
近

へ
の
護
持
僧
的
動
き
を
示
す
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
道
慈

の
い
う
雷
火
調
伏
の
致
験

に

国
分
寺
成
立
考
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1

国
分
寺
成
立
考

よ
り
華
か
な
進
出
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
大
極
殿
で
の
最
勝
王
経
講
讃
法
会
は
か
く
の
如
く
玄
肪

に
よ

っ
て
も
始
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
講
師
に
は
さ
き

の
道
慈
が
招
請
さ
れ
堅
蔵
と
と
も
に
こ
の
会

の
講
師
と
な

っ
て
、
そ
の
聴
衆
百
人
沙
弥
百
人
を
招

い
て
あ
た
か
も

「
朝
廷
之
儀

一
同
三
兀
日
こ

⑳
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
の
惣
数

二
百
人
に
つ
い
て
は
去
る
九
月
廿
八
日
の
施
綿
僧

・
沙
弥

二
千
三
百
七
十
六
人
の
数
か
ら
考
え

て
十
分

の

一
を
示
す
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
さ

き
の
新
度
四
百
人
、
及

五
百
七
十
八
人
の
約
千
人
の
新
度
者
も
含
ま
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
さ
す
れ
ば

こ
の
機
会

に
最
勝
王
経

の
流
布
は
次
第
に
宮
中
内
外
に
拡
大
さ

れ

て
い
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
最
勝
王
経
が
道
慈

.
玄
肪

の
や
う
な
入
唐
僧
等
に
よ

っ
て
急
速

に
吸
収
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
彼
等
の
栄
達

へ
の
道
も

こ
れ
に
と
も
な

っ
て
基
礎
づ
く
り
が
次
第
に
で
き
、
玄
肪
の
如
き
は
特

に
道
慈
と
異
な
る
後
宮
の
看
病
禅
師
と
い
う
性
格
を
強
く
う
ち
だ
し
て
急
速

に
政
治
的
に
側
近
化

す

る

こ
と
と
な

っ
た
。

そ
の
要
因
は
長
屋
王
の
変
の
あ
と
、
光
明
皇
后

の
立
后
と
も
に
聖
武
朝
に
進
出
し
て
来
た
藤
原
武
智
麿

・
藤
原
房
前
等
の
藤
原
氏

の
進
出
と
相
待

っ
て
、
玄
肪

の
進
出
立
も

こ
れ
と
開
腓
を
持
ち
な
が
ら
被
護
さ
れ
て
進
出
し
て
い

っ
た
の
で
、
そ
れ
は
ま
た
朝
廷
の
最
勝
王
経

の
受
容
を
彼
等
自
身
推
進
し
て
い

っ
た
結

果

で
も
あ

っ
た
。

い
ま

こ
の
う
ら
ず
け
と
し
て
金
光
明
経
と
最
勝
王
経
と

の
比
較
を
考
え
て
見
る

こ
と
と
す
る
。
金
光
明
経
は
初
め
て
曇
無
識
(
北
涼
玄
始
三
i
十
)
(
四

一
四
ー
四
二

一
)

よ

っ
て
訳
さ
れ
、

つ
い
で
梁

の
承
聖
元
年

(
五
五
二
)

に
は
真
諦
三
蔵
の
七
巻
本
が
訳
さ
れ
、
そ
の
後
、
唐
の
則
天
武
后
の
長
安

三
年

(七
〇
三
)

に
義
浄

の
将
来
し
た

新

し

い
梵
本

に
も
と
つ
い
て
十
巻
の
金
光
明
経
を
訳
し
た
。
そ
の
各
品
に

つ
い
て
は
四
巻
の
金
光
明
経
で
は
十
八
品
、
義
浄

の
最
勝
王
経

で
は
三
十

}
品
と
十
三
品
増
訳

さ
れ
、
そ
の
主
な
も

の
は
次

の
如
く

で
あ
る
。

(次
表
参
照
)

こ
の
表
の
如
く
に
両
経
を
対
比
す
る
と
、
義
浄
訳

で
は
甚
だ
し
く
陀
羅
尼
関
係
の
諸
品
が
金
光
明
経
よ
り
増
補
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
最
も
注
目
す

べ
き
は
四
天
王

品
が
義
浄
訳

で
は
四
天
王
観
察
人
天
品
と
四
天
王
護
国
品
の
二
つ
に
分
け
て
増
補
し
て
い
る
し
、
讃
仏
関
係
も
各
菩
薩

の
讃
歎
品
に
分
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
義
浄
三
蔵
の

南

海
渡
航

に
よ
る
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
寺
系

の
密
教

の
影
響
を
強
く
受
け
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
義
浄
伝
に
よ
る
と

「
(
則
天
武
后
)
誰
聖
元
年
乙
未
仲
夏
遷
至
二
河
洛

一、
得
下
梵
本
経
律
論
近
二
四
百
部

一、
合
五
十
万
頗
、
金
剛
座
真
容

一
鋪
、
舎
利

三
百
粒
上
、
天
后
親
迎
二
干
上
東
門

外

一、
諸
寺
纈
伍
具

二幡
蓋
歌
楽

一、
前
導
、
勅
於
二
仏
授
記
寺

一安
置
焉
、
初
与

干
聞

三
蔵
実

叉
難
陀

一、
飛
醗
二華
厳
経

一、
久
視
之
後
、
乃
自
専
訳
、
起
二
庚
子
蔵

一、
至
二

長
安
癸
卯

一、
於
二
、
於
二福
先
寺
及
雍
京
西
明
寺
、
訳
二
金
光
明

最
勝
王

一、
能
断
二金
剛
般
若
、
弥
勒
成
仏
、

一
字
究
王
、
荘
厳
王
陀
羅
尼
、
長
爪
梵
志
等

(中
略
)
既

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

亘

二
和
帝
神

龍

元
年

乙
己

一、
東
洛
内

道
場
釈

二
孔
雀

王
経

一、

(中

略
)

性

伝
二
密

叩几
一最
尽

二
其
妙

一」
⑳
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の
最
勝
王
経
経
題

に
つ
い
て
は

「
金
光
明
妙
法
、
諸
経
最
勝
王
」
と
の
意
を
示
し
て
い
る
と
い
い
、
ま
た
こ
と
に
曇
無
識
訳

・
真
諦
訳
以
外

に
加
え
ら
れ
た
金
勝
陀
羅
尼

で
は
、

「
若
有
レ
人
能
持
二此
叩几
【者
、
随
二
其
所
欲

"
衣
食
財
宝
、
多
聞
聡
慧
無
病
長
寿
」
⑳
と
説
き
究
法

の
必
要
性
を
強
調
し
、
如
意
宝
珠
品
も
同
様

に
、

一
切
の
災
厄

を
遠
離
す
る
た
め
に

「
汝
等
当
レ
知
二
陀
羅
尼

一名
二
如
意
宝
珠
こ

と
力
説
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
密
叩几
を
金
光
明
経
の
中
に
挿
入
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
真
諦
訳

の
八
巻

本
よ
り
見
ら
れ
る
の
で
義
浄

の
み
の
訳
本

に
か
か
げ
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
が
、
義
浄
は
そ
れ
を
よ
り
具
体
的
に
正
確
に
実
践
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国

の
王
法

仏
法
論
の
基
礎
を
固
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、

こ
の
経

の
釈
出
を
通
じ

て
も
う
か
が
え
る
。

国
分
寺
成
立
考

な
い
。

こ
の
こ
と
は
金
光

明
最
勝
王
経

の
内
容
か
ら

も
、
そ
の
訳
出
の
能
度
に

見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

こ

て
帰
朝
後
彼
が
唐
朝

の
内

道
場

に
進
出

し
て
い
る
こ

と
も
玄
肪

の
立
場
と
相
似

た
所
が
見
ら
れ
な
い
で
も

ド
の
渡
航

に
よ
り
密
究
を

な
ら

ひ
そ
れ
に
と
も
な
う

密
教
系

の
経
典
の
訳
に
興

味
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が

訳
経
の
内
容
か
ら
も
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し

と
あ
れ
ば
義
浄
は
イ
ン

金 光 明 経

曇 無 識

金 光 明 最 勝 王 経

義 浄

譜1鯨 ・玄始元一+(412-421) 唐 ・長 安 三年(703)

11序

2

3

4

_此
寿 量 品
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讃 歎 鼠
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3

4

FO
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7

8

臥 空

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

品 _.ト9_

10

四 天 王 品

大 弁 天 品

功 徳 天 品

堅 牢 地 神

散 脂 鬼 神

[}'.論 品

善 集 」呈

鬼 神 品

授 記 話

除 病 品

流水 長者子 品

捨 身 品

讃 仏 品

〔嘱 累 品〕

○ 梵 本 ア リ

(大 正 蔵 十 六 ・三 三 五 ・No.663)

11

12

13

14

15

16

17

」8_

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

分 別 三 身 品

夢見金鼓俄悔品

滅 業 障 品

浄地 陀羅尼品

蓮 華 愉 讃 品

金勝 陀羅尼品

重 顕 空 性 品

依 空 満 願 品

四天王観察人天品

四天王護 国品

無染着陀羅尼品

如 意 宝 珠 品

大 弁才 天女品

大 吉祥天女品

大吉祥天女増長財物品

堅 牢 地 神 品

僧慎爾耶薬叉大将品

王 法 正 論 品

善_生 王 品

諸天薬叉護持品

授 記 品

除 病 嘉

長者 子流 水品

捨 身 品

十方菩薩讃歎品

妙憧菩薩讃歎品

菩提樹神讃歎品

大弁財天女讃歎品

付 嘱 品

(大臓+六 謂 雷)
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国
分
寺
成
立
考

こ
と
に
国
王
と
王
法
護
持
の
関
係
を
述

べ
た
王
法
正
論

で
は
、
金
光
明
経
が

「
正
論
品
第
十

一
」
と
あ
る
に
対
し
て
真
諦
訳
も

「
正
論
品
第
十
六
」
と
そ
の
題
名
を
継

承
し
て
い
る
が
、
義
浄
訳
で
は

「
王
法
正
論
品
第

二
十
」
と
王
法

の
字
が
附
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
金
光
明
経
で
は

「
父
王
告
二其
太
子
信
相

一、
世
有

二正
論

一、
善

治

二国
土

一」
と
あ
る
に
対
し
て
最
勝
王
経
で
は

「
於
二
諸
国
中
一、
為
二
人
王

一者
、
若
無

二
正
法

一、
不
レ
能
下
治
・
国
、
安
二
養
衆
生
及
以
自
身

一
長
居
勝
法
上
」
と
し
て
釈
尊

の
王
法
正
論
治
国
之
要
を
力
説
し
て
い
る
。

治
国

の
要
道
は
仏
の
説
く
正
法
を
護
持
し
、

こ
れ
に
も
と
つ
い
て
政
治
の
実
際
を
行
な
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
と
き
梵
天
、
四
王
と
も
に
そ
の
国

に
来
り
そ
の
王
を
擁

護
す
る
こ
と
は
疑

い
な

い
と
説
き
、
も
し

そ
れ
に
反
し
て
正
法
を

護
持

せ
ざ
れ
ば

「
王
位
不
二
久
安

一」
は
勿
論

の
こ
と
、

「
流
三
行
於
国
内
、
闘
浄
多
二
姦
偽

一、
疾
疫

生

二衆
苦

一」
と
集
苦

の
意
を
述

べ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
偶
頒
に

金
光
明
経

の

「
正
法
」

き
も

の
と
訳
し
て
い
る
。
そ
の
依
本

の
梵
本
に
於
て
も
、

に
於

て
も
王
法
仏
法
を
提
唱
す
る
こ
と
に
よ
り
天
子
の
王
権
と
の
接
触
を
期
待
し
、

則
天
武
后

の
仏
教

へ
の
傾
倒
は
非
常
に
積
極
的
な
も
の
が
あ
り
、

同
様
に
道
慈
よ
り
十
年
後
れ
て
入
唐
し
た
玄
肪
に
お
い
て
、

は
、
王
法
仏
法

へ
の
強

い
憧
憬
と
内
道
場

へ
の
関
心
を
以
て
帰
国
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
次
に
道
慈
と
玄
肪

の
両
者
に
お
け
る
最
勝
王
経

の
受
容
の
態
度
を
見
る
に
、
続
紀
の
記
す
る
道
慈
の
伝
に
よ
れ
ば
彼
は
彼
が
示
寂
す
る
ま

で
律
師
で
あ

っ
た
。

「
国

土
当

二
滅
亡

一、

兄
弟

井
姉
妹

、

変

径
流

星
堕

国

人
遭

二
喪

乱

一、

所

愛
象
馬

等

と

義
浄

は
、

王
身
受
二苦
厄

一、

但
遭
二
愛
別
離
、

二
日
倶
時
出

国
所
レ
重
大
臣

亦
復
皆
散
失

父
母
及
妻
子
、

乃
至
身
七
般

他
方
怨
賊
来

托
拡
而
身
死

処

々
有
二
兵
才

」

⑲

の
理
論
を
王
法
と
結
合
し

て
最
終
的
に
は

「
由
二
正
法

一得
レ
王
」
と
力
説
し
、
仏
教
治
国

の
要
は
正
法
に
も
と
つ
く

ベ

イ
ン
ド
に
於

て
か
な
り
国
家

に
対
す
る
仏
教
の
浸
誘
が
進
行
し
た
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と

い
う

べ
く
、
中
国

王
者
も
ま

た
仏
教
に
よ
る
政
治

の
実
践

へ
の
熱
意
を
示
す
こ
と
に
あ

っ
た
。

こ
と
に

こ
の
点
に
お
い
て
は
義
浄

の
訳
経
態
度
は
好
ま
し
い
も

の
で
あ

っ
た
。

中
国
の
密
教

が
善
無
畏
等
に
よ
り
輝
か
し

い
進
出

を
見
せ

て
い
る

こ
と
を

見
聞

し

て
来
た
彼
に
と

っ
て

こ
の
点
よ
り
し
て
も
最
勝
王
経
が
よ
り
王
道
思
想
を
顕
揚
す
る
経
典

で
あ
る
こ
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「
日
本
素

緬
行
二
仏
法

一軌
模

全

異
二大

唐
俗

伝
二
聖
教
法

則

一、
若

順

二
経
典

一能
護

二
国
土

一、
如
違

二
憲
章

[、
不

レ
利
二
人

民

一、

一
国
仏
法

、
万
家

修
善

、
何

用
二
虚

設

一、

豊

不
レ
慎

乎
」

⑳

と

唐
制

に
も

と
つ
く
戒
律

の
重

視
を
提

唱
し

た

の
に
対

し

て
、
玄

肪

は
、

　

　

　

　

り

「
(玄
肪
)
為
二僧
正

一安
二
置
内
道
場

一、
自
レ
是
之
後
、
栄
寵
日
盛
、
梢
乖
二沙
門
之
行

一、
時
人
悪
レ
之
、
至
レ
是
死
二
於
徒
所

【、
世
相
伝
云
為
二
藤
原
広
嗣
霊

一所
・
害
」
㊧

と
両
者

の
性
格
は
著
し
く
相
異
し
て
い
る
。

こ
こ
に
奈
良
仏
教

の
発
展
に
お
け
る
二

つ
の
段
階
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
金
光
明
最
勝
王
経

の
受
容
時
に
お

け
る

二
つ
の
態
度
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、

一
つ
は
聖
武
朝

の
地
方
文
化
の
向
上
と
律
令
体
制
整
備

の
た
め
の
最
勝
王
経
の
地
方
伝
播
を
促
進
す
る
必
要
を
提
唱
す
る
立
場

に
あ

っ
た
。

こ
こ
に
道
慈
の
活
躍

の
場
が
あ

っ
た
。
他
方
玄
防

の
例
に
見
ら
れ
る
皇

后
宮
職
を
中
心
と
し
て
の
後
宮

へ
の
最
勝
王
経
の
受
容

は
、
天
皇
政
治
に
対
す
る
天

子
思
想
の
受
容
と
相
待

っ
て
仏
教
治
国
策

の
推
進
に
新
し
い
局
面
を
期
待
せ
ず
に
は
お
か
な
か

っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
前
者

に
対
し
て
、
玄
肪

の
積
極
的
な
態
度
に
も
影

響
さ
れ
て
内
道
場
を
中
心
と
し
て
光
明
皇
后
H
聖
武
天
皇
11
藤
原
武
智
麿
等

の
中
央
主
権
層
に
浸
誘
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
両
者

の
態
度
は
最
勝
王

経
仏
教
経
典

の
受
容

の
上
に
も
見
ら
れ
る
奈
良
仏
教
の
特
徴
で
も
あ
る
。

⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 註

続
日
本
紀
第
九
、
神
亀
二
年
九
月
廿
二
日
条

同
八
、
養
老
二
年
十
月
十
日
条

同
八
、
養
老
四
年
十
二
月
廿
五
日
条

同
九
、
神
亀
元
年
四
月
十
八
日

同
九
、
神
亀
元
年
七
月

一
日
条

同
九
、
神
亀
元
年
七
月
廿
日

同
九
、
神
亀
二
年
閏
正
月
廿
二
日
条

神
亀
二
年
六
月
廿
二
日
条

同
九
、
①
ト
同
ジ

同
九
、
神
亀
元
年
十

一
月
八
日
条

同
九
、
神
亀
三
年
⊥ハ
月
十
四
日
条

同
十
、
神
亀
四
年
二
月
廿

一
日
条

圏
分
寺
成
立
考

⑳ ⑫ ⑳ ⑳ ⑲ ⑬ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑱

同
十
、
神
亀
五
年
八
月
廿

一
日
条

同
十
、
神
亀
五
年
十
二
月
廿
八
日
条

同
十
二
、
天
平
九
年
八
月
二
日
条

同
十
二
、
天
平
九
年
五
月
十
兀
日

条

同
十
、
天
平
元
年
十
月
七
日
条

同
十

一
、
天
平

元
年
十

一
月
廿

一
日
条

同
十
二
、
天
平
九
年
三
日
八
日
条

大
正
蔵
十
六
、

四
〇
三
、
王
法
正
論
品

大
正
蔵
十
六
、
四
〇
三
、
六
六
五
、
最
勝
王
経
、

同
十
二
、
天
平
九
年
八
月
十
五
日
条

同
十
二
、
天
平
九
年
十
月
廿
七
日
条

四
天
王
観
察
人
天
品
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⑳ ⑳ ⑳

国
分
寺
成
立
考

大
正
蔵
五
十
、
二
、
二
〇
六

一
、
宋
高
僧
伝
第

一
、
訳
経
篇
第

一
ノ

一
、

大
正
蔵
十
六
、
四
〇
三
、
金
光
明
最
勝
王
経
金
勝
陀
羅
尼
品
第
八

同
右
、
王
法
正
論
品
第
二
十

唐
京
兆
大
薦
福
寺
義
浄
伝

⑳

続
日
本
紀
十
五
、

⑳

続
日
本
紀
十
六
、

天
平
十
六
年
十
月
二
日
条

天
平
十
八
年
六
月
十
八
日
条

二
、
広
嗣

の
乱
と
国
分
寺
創
建

へ
の
動
機

つ
ぎ
に
広
嗣

の
乱
と
国
分
寺
に

つ
い
て
述

べ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に

つ
い
て
井
上
薫
氏
は

「
広
嗣
の
乱
を
無
視
し
て
国
分
寺
建
立
勅

の
発
布
年
代
を
説
く
論
に
私
は
従
え

な
い
の
で
あ
る
①
」

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
私
も
同
感

で
あ
る
。
ま
た

「
七
四
〇
年

の
藤
原
広
嗣
の
叛
乱
」
と
し
て
論

ぜ
ら
れ
た
北
山
茂
夫
氏
の
所
論
も
国
分
寺
と

の
関
係
に

つ
い
て
は
充
分

に
述

べ
ら
れ

て
い
な
い
。
②

い
ま

こ
の
事
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
天
平
十

三
年
三
月
廿
四
日
の
詔
の
内
容

の
検
討
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
国
分
寺
設
置
の
詔
の
直
接
の
原
因
と
な

っ
て
い
る
も

の
に
は
ω
年
穀
不
豊
、
②
疫
痛
頻
至
、
㈲
暫
催
交
集

の
三
つ
の
条
件
が
国
分
寺
の
設
置
を
捉
進
さ
せ
た
と
見

る
べ
き

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
災
障
が
新
め
て
除
去
さ
れ
る
と
き
に
初
め
て

「
国
泰
人
楽

・
災
除
福
至
」

の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
理
由
の
う
ち
、

日
年
穀
不
豊
は
此
年
ま
で
の
天
災
地
変
を
以
て
充
当
し
、
天
平
七
年
頃
よ
り

「
以
二
災
変
数
見
、
疫
癒
不
7
己
」
③
と
、
さ
ら
に
天
平
十

一
年
七
月
十
四
日
の
五
穀
成
熟
経

を
天
下
の
諸
寺
に
転
読
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
あ
ら
は
れ

で
あ

る
。
ま
た
次

の
口
疫
痛
頻
至
は
も
ち
ろ
ん
天
平
九
年
の
天
然
痘

の
大
流
行
を
指
し
、
天
平
七
年
八
月
十
二

日
に
大
宰
府
に
上
流
し
た
こ
の
病
気
は
天
平
八
年
十
月
に
は
大
宰
府

の
所
管

の
諸
国
に
及
び
、
そ
の
た
め

「
去
冬
疫
瘡
、
男
女
惣
困
、
農
事
有
レ
廃
、
五
穀
不
レ
饒
」
④
と

い
う
状
況
が

つ
づ
い
て
、
天
平
九
年

に
は

「
四
月
以
来
、
疫
旱
並
行
、
田
苗
憔
萎
」
⑤
と
、
ま
た
六
月
に
は

「
廃
朝
以
二
百
官
官
人
患

ジ

疫
也
」
⑥
さ
ら
に

「
秋
七
月
丁

丑
賑
二
給
大
倭

・
伊
豆

・
若
狭
三
国
疫
飢
之
民

一」
⑦
そ
し

て
つ
い
に
藤
原
麻
呂
の
死
、

つ
づ
い
て
右
大
臣
藤
原
武
智
麻
呂
の
死

(
天
平
九
年
七
月
廿
五
日
)
と
同
族

の
死

者
が
増
し

て
こ
こ
に
藤
原
政
権
樹
立

の
第

一
歩
は
あ
え
な
く

つ
い
え
さ

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
第
三
の

「
暫
催
交
集
」

に
つ
い
て
は
、

こ
の
暫
は

「
不
レ
直
失
レ
節
、
謂
二之
暫

」

⑧
と

「
タ
ダ

シ
ク
ナ
イ
」
ま
た
は
節
操
を
失
な
う
意

で
、
催
は

「
畏
怖
さ
せ

る
」

「
オ
ド
ス
」

の
意
を
持
ち
、
史
記
に

「
吾
催
レ
君
以
レ
兵
」
⑨
と
見
え
て
い
て
、

「
節
を
失

っ
て
君
を
お
ど
す
」
と
い
う
意
に
と
る
と
き
、
直
接
に
広
嗣
の
乱
を
指
す

も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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広
継

の
乱
の
原
因
は
広
嗣
自
身
上
表
し

て

「
指
二
時
政
之
得
失

一、
陳
二
大
地
之
災
異

一、
因
以
レ
除
二
僧
正
玄
肪
法
師

一、
右
衛
十
督
従
五
位
上
下
道
朝
臣
真
備
」
⑩

と
、

玄
肪
と
下
道
朝
臣
真
備
を
排
除
す
る
に
あ

っ
た

こ
と
は
明
で
あ
る
。

い
ま
広
継
の
続
紀
に
見
え

て
い
る
初
見
は
従

五
位
下
に
任
ぜ
ら
れ
た
天
平
九
年
九
月
廿
八
日
の
除
目

の
時
で
あ
る
。
⑪
そ
の
父
、
藤
原
宇
合
は
そ
の
年

の
八
月

五
日
に
や
は
り
麻
呂

・
武
智
麿
に
つ
づ
い
て
天
然
痘
に
よ
り
死
亡
し
て
い
る
。
⑫

そ
の
と
き
彼
は
式
部
卿

で
大

宰
師
を
兼
任
し
て
い
た
。
こ
の
式
部
卿

の
奈
良
時
代

に
お
け
る
宇
合
以
前

の
任
命

の
例
を
見
る
と
和
銅
元
年

(七
〇
八
)

の
平
城
遷
都
に
も
と
つ
く
官
職

の
整
備

の
時
期

に
は
下
毛
野
朝
臣
古
麿

が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
彼

の
死
亡
の
後
、
長
屋
王
が
和
銅
三
年
に
補
任
さ
れ
、
つ
い
で
彼
が
中
納
言
に
転
任
す
る
や
、
養
老
二
年
九
月
十

九

日
に
は
藤
原
武
智
麿

が
式
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ
⑬

こ
こ
に
こ
の
職

に

つ
い
て
の
藤
原
氏

の
相
伝
形
態
が
と
ら
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
。

し
か
る
に
神
亀
元
年
四
月
に
は
宇
合

は
式
部
卿
と
な

っ
て
い
た
ま
ま

で
高
橋
朝
臣
安
麿
と
土
ハに
持
節
大
将
軍
と
な

っ
て
蝦
夷

の
討
伐
に
あ
た
り
、
坂
東
九
国

の
三
万
人
に
騎
射
を
教
習
し
軍
陣

に
臨
む
準
備
を

お

こ
な

い
。
陸
奥
鎮
守
を
固
め
、
同
年
十

一
月
廿
九

日
に
征
夷
持
節
大
使
と
し
て
鎮
狭
将
軍
小
野
朝
臣
牛
養
と
と
も
に
帰
京
し
、
⑭

二
年
に
は
そ
の
俘
囚
の
百
四
十

四
人

を
伊
予
国
、
五
百
七
十
八
人
を
筑
紫

に
配
流
し
て
い
る
。
⑯

そ
の
功
に
よ
り
宇
合
は
昇
勲
し
て
い
る
が
、
式
部
卿

の
地
位
は
移
動
し
て
い
な
い
。
天
平
三
年

に
彼
は
参
議

と
な

っ
て
、
そ
の
没
す
る
ま

で
式
部
卿

の
ま
ま
で
あ

っ
た
。

ま
た
大
宰
府

の
主
管
者

た
る
大
宰
帥
に
お
け
る
武
智
麿

の
場
合

に
は
彼
は
天
平
三
年
九
月

二
十
七
日
に
大
納
言
と
大
宰
師
を
兼

ね
、
天
平
九
年
八
月

五
日
の
宇
合

の
死

去

に
対
し
て
は
や
は
り
参
議

・
式
部
卿

・
大
宰
師
を
ば
兼
任
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
大
宰
府
に

つ
い
て
も
、
東
北
経
営
に

つ
い
て
は
藤
原
勢
力
は
強
く
浸
誘
し
て
い

っ

た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

こ
と
に
律
令
体
制

の
な
か
で
も
大
宰
師

は
高
位
高
官
を
以
て
任
ぜ
ら
れ
、
他

の
国
司
と
は
同
等
に
あ

つ
か
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
は
、
国
が

対
新
羅
問
題
等

に
も
常

に
厳
重
な
警
戒
態
勢
に
入
る
必
要
も
あ

っ
て
、
そ
の
軍
等
に

つ
い
て
は
東
北

の
蝦
夷
や
、
薩
摩

の
隼
人
等
等
を
充
当
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
ま

た

一
方

で
は
逆

に
帰
化
人
等
は
上
総

・
常
陸
等

の
開
発
さ
ら
に
は
陸
奥

・
出
羽

へ
の
進
出
を
う
な
が
さ
れ
た
の
も
奈
良
時
代

の
辺
境

に
対
す
る
政
策
の

一
端
と
し
て
う
か

が
え
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、

こ
の
よ
う
な
武
智
麿
や
父
宇
合
の
動
き
を
受
け
つ
い
だ
広
嗣
は
父

の
死
後
、
天
平
十
年
四
月
二
十
二
日
に
は
、
そ
の
前
年

の
十
二
月
廿
七
日
に
天

下
の
災
害
に
よ
り
大
和
の
国
名

を
大
養
徳
国
に
改
め
ら
れ
た
最
初

の

「
大
養
徳
守
」

に
補
任
さ
れ
⑯
あ
わ
せ
て
父
宇
合
と
共
に
式
部
省
に
あ

っ
て
式
部
少
輔

の
地
位
は
そ

の
ま
ま
温
存
さ
れ
た
。

そ
し
て
同
年
の
十

二
月
四
日
に
は

「
従
四
位
下
高
橋
朝
臣
安
麿
為
二
大
宰
大
武

一、
従

五
位
下
藤
原
朝
臣
広
嗣
為
二
少
武

一」
⑰
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と
、
わ
ず
か
九
ヶ
月

の
間
し
か
大
和
守
に
止
ま

っ
て
い
な
か

っ
た
。

こ
の
理
由
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。
ま
た

一
方
高
橋
安
麿
の
大
宰
大
猷
は
同
年
十
月

三
十
日
に
大
宰

大
武
紀
男
入
が
卒
し
て
い
る
こ
と
か
ら

そ
の
後
継
者
と
し
て
の
大
武
就
任
で
あ
る
が
広
嗣

の
大
和
守
よ
り
大
宰
少
武

へ
の
転
落
は
予
想
外
の
人
事
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
彼
.

の
謀
反
は
天
平
十
二
年
八
月
二
十
日
の
上
表
文
よ
り
表
面
化
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

広
嗣
の
反
対
に
あ

っ
た
吉
備
真
備

に
つ
い
て
は
、

こ
の
と
き
下
道
朝
臣
真
備
と
称
し
、

そ
の
伝
に
於
て
も
、

「
前
右
大
臣
正
二
位

勲
二
等

吉
備
朝
臣
真
備
莞
、
右
衛
士
少
尉
下
道
朝
臣
国
勝
之
子
也
、
霊
亀

二
年
年
廿
二
、
従
使
入
唐
、
留
学
受
レ
業
、
研
二
覧
経
史

一、
該
二
渉
衆

芸

一、
:
:
:
天
平
七
年
帰
朝
、
授
二正
六
位
下

一拝

二大
学
頭

一、
高
野
天
皇
師
レ
之
、
受
二
礼
記
及
漢
書

一、
恩
寵
甚
渥
、
賜
二
姓
吉
備
朝
臣

一、
累
遷
、
七
歳
中
至
二従
四
位

上
右
京
大
夫
兼
右
衛
士
督

一、
十

一
年
式
部
少
輔
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
広
嗣
与
二
玄
肪
法
師

一
有
レ
隙
、
出
為
二大
宰
少
弐

一、
到
レ
任
即
起
レ
兵
反
以
レ
討
二玄
肪
及
真
備

一

為
レ名
、
錐
二
兵
敗
伏

一レ
諌
、
逆
魂
未
レ息
」
⑱

と
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
広
嗣
謀
反
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
玄
肪

・
真
備
派

の
入
唐
帰
朝
の
留
学
僧
、
留
学
生
た
ち
の
急
速
な
昇
進
に
対
す
る
憎
悪
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
自
分

が
宇

合
の
長
子
と
し
て
式
部
卿

の

一
門
と
し
て
そ
の
職
を
相
続
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
執
着
心
も
そ
の

一
つ
の
理
由

で
あ

っ
た
。
天
平
九
年
八
月
五
日
宇
合
が
没
し
て
以
後
、

天
平
十
年

一
月
廿
六

日
に
式
部
卿
を
中
納
言
多
治
比
真
人
広
成
が
兼
任
し
、
彼
は
依
然
と
し
て
式
部
少
輔
に
甘
ん
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
真
備
は
天

平
十
年
七
月
七
日
に
聖
武
天
皇
が
大
蔵
省

に
幸
さ
れ
た
と
き
右
衛
士
督
下
道
真
備
や
諸
才
子
に
梅
に
つ
い
て
の
詩
を
賦
し
て
絶
を
賜
う
な
ど
、
聖
武
天
皇
及
皇
太
夫
人
藤

原
宮
子
姫
等
に
寵
愛
さ
れ
、
そ
の
う
え
朝
廷
が
唐
制
及
唐
文
化

の
受
容
に
積
極
的
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
し
て
彼
等

の
栄
達
も
順
風
に
乗
る
如
き

で
あ

っ
た
。

そ
の
ほ
か
乱
の
発
生

の
原
因
に

つ
い
て
は
広
嗣
自
体

の
性
格
に
も
あ

っ
た
。
天
平
十
二
年
九
月
廿
九
日
の
勅

に

「
逆
人
広
嗣
小
来
凶
悪
、
長
益
二
詐
紆
一、
其
父
故
式
部
卿

(宇
合
)
常
欲
二
除
棄

一、
朕
不
レ
能
レ許
、
掩
蔵
至
レ
今
、
比
在
二京
中

一、
識
二
乱
親
族

一、
故
令

レ遷
レ
遠
、
翼
二

其
改

ジ
心
」
⑲

と
、
彼
の
性
格
か
ら
し
て
親
族
を
も
謁
所
す
る
よ
う
な
癖
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
と
に

「
在
二京
中

一
識
二乱
親
族

一故
令

レ
遷
レ
遠
、
翼
二
其
改

ジ
心
」
は
彼

の
大
和

守
時
代

の
施
政

の
失
策
を
も
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と

い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
上
、
天
平
十
年
十
月
廿
五
日
に
は

「
遣
二
巡
察
使
於
七
道
諸
国

一、
採
二
訪
国
宰
政
亦
黎
民

労
逸

一」
⑳
と
あ
れ
ば
大
和
守
と
し

て
の
広
嗣
の
政
治

に
つ
い
て
も
す
る
ど
い
非
難
反
論
が
巡
察
使
よ
り
報
ぜ
ら
れ
た
た
め
に
彼
は
み
つ
か
ら

大
宰
少
弐

に
転
落
す
る
破
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目
に
な

っ
た
と
も
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
広
嗣

の
上
表
文
は
、
朝
廷
に
受
け
ら
れ
る
べ
く
も
な
か

っ
た
が
、
時
政
之
得
失
は
、
玄
防

・
真
備
の
過
重
な
る
天
皇
及
後
宮
の
寵
愛
に
よ
る
こ
と
も
否
め
な

い
。
そ
し
て
内
道
場
を
中
心
と
し

て
地
位
を
高
め
た
彼
等
に

「
天
地
之
災
異
」
を
も
か
ら
ま
せ
た
と
こ
ろ
に
彼
が
天
皇
の
政
治
に
対
す
る
重
大
な
反
対
勢
力
と
な

っ
た
。

も
と
も
と
聖
武
天
皇
と
し
て
、
最
も
苦
し
ん
で
い
る
の
が
天
災
地
変
、
及
び
悪
疫
の
流
行

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
天
皇
の
天
子
と
し
て
の
鼎
の
軽
重
を

問
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し

て
そ
れ
は
ま
た
積
極
的
に
時
政
の
得
失
を
論
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
乱

の
最
中
に
彼
が
自
分
は
原
則
的
に
天
皇
に
反
す
る
の
で
な
い
と

い

っ
て
い
る

の
も
、
か
か
る
非
難
が
結
局
は
天
皇
の
政
治
を
非
難
す
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
ま

た
、

い
ま
や
藤
原
氏
の
孤
独
化
に
対
し
て
も
反
抗
を
覚
え
る
と
と
も
に
彼
が
宇
合

の
長
子
と
し
て
残
存
し
、
橘
諸
兄

・
玄
肪

・
真
備

・
広
成

・
巨
勢
奈
氏
麿

の
勢
力

が
新
し
く
台
頭
し
て
く
る
と
き
、
彼
は
第

一
期
藤
原
氏

の
衰
亡
期

に
仮
心
を
も
ち
な
が
ら
反
抗
し

て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し

て
こ
の
広
嗣
の
叛
は
予
想
外

に
根
深
か

っ
た
。

そ
れ
は
単
な
る
広
嗣
個
入
の
反
抗
勢
力

の
結
集
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
組
識

に
つ
い
て
は
大
宰
府
の
要
職
に
あ

っ
た

こ
と
が
あ
つ
か

っ
て
力
が
あ

っ
た
。

こ
と
に
少
弐
は
師

の
代
行
、
大
弐
の
代
行
も
行
な
う
権
力
を
持
ち
、
社
祠
寺

・
戸
口

・
貢
挙

・
田
宅

・
訴
訟

・
兵
士

・
器
佼

・
伝
馬

.
峰
候
等

の
支
配
力
を
持

っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
う
え
武
智
麿

や
、
彼
の
父
、
藤
原
宇
合

の
大
宰
師
時
代

の
基
盤
を
も
と
に
し

て
彼
が
立

つ
と
き
、
彼

の
御
曹
子
的
要

素
も
加
わ

っ
て
つ
い
に
隼
人
族

や
豊
前
国
大
宰
史
生
小
長
谷
常
入
や
、
三
田
塩
籠
等
を
主
動
力
と
し
て
軍
を
組
識
し
筑
前

・
大

隈

・
薩
摩

・
筑
後

・
肥
前

の
軍

一
万
余
を

以
て
大
野
朝
臣
東
人
の
官
軍

に
対
し
た
。
し
か
し

つ
い
に
肥
前
国
松
浦
郡
値
嘉
嶋
長
野
村

で
捕
え
ら
れ
、

こ
の
乱
は
収
ま

っ
た
。

け
れ
ど
も

こ
の
乱
に
よ
る
朝
廷
側
の
動
き
は
、
乱

の
発
生
を
知
る
と
、
天
平
十
二
年
九
月
十

五
日
に
は

「
勅
二
四
畿
内
七
道
諸
国

一、
日
比
来
縁
三
筑
紫
境
有

二
不
軌
之
臣

一命
レ
軍
討
伐
、
願
依
二
聖
祐

一欲
レ
安
二
百
姓

こ

　

　

故
今
国
別
造
二観
世
音
菩
薩
像
壱
躯
高
七
尺
一井
写
二
観
世
音
経

一
十
巻

こ

⑳

同
十

二
年
十
月
九
日
に
は

「
詔
二
大
将
軍
東

人
一、
令
レ
所

二請
八
幡
神

一焉
」
㊧

と
観
世
音
菩
薩
像
と
観
世
音
経
を
造

っ
て
こ
の
乱

の
調
伏
祈
願
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。

そ
し
て
天
皇
は
伊
勢
、
美
濃

へ
行
幸
す
る
な
ど
、
藤
原
広
嗣
の
乱
は
九
州
の
鎮
撫
に
当
面
動
き
は
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
の
京
中
の
騒
ぎ
も
ロ
ハ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
・

国
分
寺
成
立
考

一37一



国
分
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成
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橘
諸
兄
の
別
業

の
あ

っ
た
恭
仁
京

へ
の
遷
都
す
ら
計

画
す
る
ほ
ど
不
安
は

つ
の
つ
っ
て
い

っ
た
。

こ
と
に
政
治
道
徳
が
儒
教
的
性
格
が
強

い
当
時

の
状
況
に
お

い
て
は
天
皇

の
基
盤
す
ら
も
動
揺
を
来
し
か
ね
な
い
状
況
に
あ
れ
ば
、
天
下
太
平
国
土
安
寧

の
た
め
に
も

断
固
と
し
た
方
法
を
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、

こ
の
た
め
に
も

「
流

二
通
此
経

一者
、
我
等
四
王
常
来
擁
護
、

一
切
災
障
、
皆
使
消
珍

一」

の
護
国
仏
教
思
想
は

積

極
的
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
国
分
金
明
光
寺
創
建

の
詔
が
広
嗣
の
乱
後

一
年
に
し
て
発
布
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
両
者

の
関
係
が
深
い
思
想

的
な
連
が
り
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

註⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

井
上
薫
氏
、
奈
良
朝
仏
教
史
の
研
究
、

=

二
頁

北
山
茂
夫
氏
、
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究
、
二
一二
七
頁

続
日
本
紀
十
二
、
天
平
七
年
閏
十

一
月
十
七
日
条

同
十
二
、
天
平
八
年
十
月
廿
二
日
条

同
十
二
、
天
平
九
年
五
月
十
九
日
条

同
十
二
、
天
平
九
年
六
月

一
日
条

同
十
二
天
平
九
年
七
月
五
日
条

諸
橋
轍
治
、
大
漢
和
大
辞
典
四
、

一
一
五
七
頁

同

一
二
三
〇
頁

続
日
本
紀
十
三
、
天
平
十
二
年
八
月
廿
九
日
条

同
十
二
、
天
平
九
年
九
月
廿
八
日
条

● ○OQ918Q●01●1312

同
十
二
、
天
平
九
年
八
月
五
日
条

同
八
、
養
老

二
年
九
月
十
九
日
条

同
九
、
神
亀

元
年
十

一
月
廿
九
日
条

同
十
、
神
亀

二
年
壬
正
月
四
日
条

同
十
三
、
天
平
十
年
四
月
廿
二
日
条

同
十
三
、
天
平
十
年
十
二
月
四
日
条

同
三
十
三
宝
亀
六
年
十
月
二
日
条

同
十
三
、
天
平
十
二
年
九
月
廿
九
日
条

同
十
三
、
天
平
十
年
十
月
廿
五
日
条

同
十
三
、
天

平
十
二
年
九
月
十
五
日
条

同
十
三
、
天
平
十
二
年
十
月
九

日
条

一 謁 一駅

 

三
、
国
分
寺
創

建

の
詔

に

つ
い
て

国
分
寺
の
成
立
に
つ
い
て
は
国
分
寺
成
立
の
天
平
十
三
年
三
月
廿
四
日
の
詔
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
こ
と
は

井
上
薫
氏
も

「
奈
良
朝
仏
教
史

の
研

究
」
①

で
詳
細

に
わ
た

っ
て
諸
説
を
検
討
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。

こ
と
に
こ
の
著
の
中

で
天
平
九
年

の
国
分
寺
創
建
の
詔
が
、
対
新
羅
関
係
に
も
と
つ
く
と

述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
小
論
②

の
国
分
寺
創
建
問
題
に
さ
ら
に
補
な
う

べ
き
開
腓

の
あ
る
問
題
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

し
か
し
井
上
氏
が
ω
天
平
九
年

三
月
丁
丑

(
三
日
)
の
詔
を
国
分
寺
創
建
詔
と
見
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
う
な
づ
け
な
い
し
し
、
ま
た
天
平
十
二
年
六
月

の
詔
に

つ
い



て
も
、
こ
れ
が
直
ち
に
国
分
寺
創
建

の
詔
と
断
ず
る
こ
と
に

つ
い
て
は
や
は
り
疑
問
を
は
さ
ま
ざ
る
を
得
な

い
。

こ
の
こ
は
家
永
説

に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
前
者
、

後
者
と
も
に
大
般
若
経
及
法
華
経
書
写
の
場
合
を
述

べ
た
の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
ら
の
経
典
を
国
毎
に
配
布

し
た
の
み
で
直
ち
に
国
分
寺
創
建

の
詔
と
見
な
す

こ
と
に
は
な

ら
な

い
。
や
は
り
最
勝
王
経
の
受
容

に
つ
い
て
基
盤
を
置
き

つ
つ
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
井
上
氏
の
論
の
如
く
、
こ
の
十
三
年

三
月
廿
四
日
の
詔
に
つ
い
て
は
、
類
聚
三
代
格
に
引
用
さ
れ
て
い
る
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
の
勅
が
国
分
寺

の
成
立

と
運
営
に
お
い
て
細
部
に
わ

た

っ
て
述
べ
て
い
る
上
、
続
紀

の
錯
簡

の
例
を
引
用
し
て
続
紀

の
天
平
十
三
年
三
月
二
十
四
日
の
詔
に
つ
い
て
疑
問
を
は
さ
ん
で
い
ら
れ
る

が
③

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
私
は
反
論
し
む
し
ろ
類
聚

三
代
格

の
国
分
寺
創
建

の
詔
に
多
く
の
疑
問
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
第

一
に
続
紀
で
は

「
詔
」

の
形
式
を
と

っ
て
い
る
の
に
三
代
格
は

「
勅
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
④
公
式
令
に
よ
る
と

「
詔
書
式
、
詔
詔
書
、
勅
旨
、
同

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

是
論
言
、
但
臨
時
大
事
為
レ
詔
、
尋
常
小
事
為
レ勅
予
」
⑤
と
の
定
則
か
ら
し
て
国
分
寺
創
建
は
全
く
臨
時
大
事
に
属
す
る
詔

の
形
式
を
と

っ
て
い
る
以
上
、
三
代
格
の
如

き
勅
と
す
る

こ
と
は
事
件

の
性
格
か
ら
も
至
当
で
な
い
。

こ
と
に
三
代
格

の
引
用
文
は
詔
と
勅
と

の
混
同
多
く
、
藤
原
氏
に
有
利
に
改
変
し
て
い
る
も

の
も
多
く
、
こ
の

二
月
十
四
日
の
勅
も
全
く

こ
の
例
に
該
当
す
る
。

ま
た
三
代
格

の

「
繕
殊
多
暫
」
に

つ
い
て
は
、
続
紀

の

「
籍
罧
多
漸
」

の
方
が

「
ね
て
も
さ
め
て
も
」

と
い
う
意

で
あ
る

の
に
対
し
て
、
三
代
格
の
窟
は

「
か
ま
ど
」

で
そ
の
意
味
が
通
じ
な
い
。
ま
た
三
代
格
の

「
光
葉
」
も
ま
た

「
先
業
」

の
方

が

正
し

い
し
、

「
釈
迦
牟
尼
仏
金
像
」
と
い
ふ
呼
び
方
は

適
当

で
な
い
。
そ
の
外

「
安

寧
」
と

「
自
寧
」

「
臭
」
と

「
莞
」
等
、
三
代
格
の
誤
字
は
甚
し
い
。
そ
し
て
詔
の
内
容
に

つ
い
て
も
三
代
格
は

「
諸
国
置
二
上
件
寺

一者
」
と
割
書
を
挿
入
し
、
さ
ら
に

そ
の
後

の
項
目
に
つ
い
て

「
願
」

の
字
を
頭
に
加

へ
て
書
き
出
し
て
願
文
の
体
載
を
整
え
る

こ
と
に
意
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
な
ほ

一
層
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
さ
ら
に

三
代
格
は

「
毎
国
僧
寺
尼
寺
、
各
水
田

一
十
町
」
と
し
て
、
続
紀

の

「
又
毎
レ
国
僧
寺
施
二
封

五
十
戸
、
水
田

一
十
町
}、
尼
与
水

田
十
町
」
を

略
し

て
、
封
五
十
戸

に
つ
い
て
は
全
く
は
ぶ
い
て
い
る
。

こ
れ
は
そ
の
前
の
天
平
十
三
年
正
月
十
五
日
の

「
丁
酉
、
故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
家
返
二上
食
封
五
千
戸

一、

二
千
戸

む

む

む

依
レ
旧
返
二
賜
其
家
一、
三
千
戸
施
一一入
諸
国
国
分
寺

一、
以
充
造
二
丈
六
仏
像

一之
料
」
⑥
と
あ
る
以
上
、
封
戸
の
施
入

の
記
事
は

当
然
記
載

さ
れ
る
べ
き

で
あ
る

の
に
、
三

代
格
は
こ
れ
を
は
ぶ
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
詔
の
記
載

に
忠
実

で
な
い
面
が
あ
ら
は
れ

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
と
に
期

日
の
二
月
十
四
日
の
記
載
に

つ
い

て
は
天
平
十
九
年
十

一
月
七
日
の
詔

の

「
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
云

々
」

の
詔
の
期
日
と
の
混
同
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述

べ
る
。
そ
し
て

私
は
ま
ず
続
紀

の
詔
に
こ
そ
よ
り
以
上

の
信
を
置
き
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
さ
ら
に
詳
細

に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
国
分
寺
設
置

の
史
実
も
明
と

国
募
寺
成
立
考
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成
立
考

な

っ
て
く

る
。

下

の

(

)

は
指

滴

で
き

る
史
実

で
あ

る

。

朕
以
二
薄
徳

一、
恭

承
二
重

任

一
、
未

レ
弘

二政

化

一、

膳

罧
多

漸

、
古
之
明

主

、
皆

能
二
先
業

一、

国
泰

人
楽

、
災
除
福

至
、
修

二
何
政

化

一
、
能

錬

二
此
道

一。

(序
)

口

頃
者

年

穀
不
レ
豊

、
疫
瘤

頻
至

、
慧
儂
交
集

、
唯

労

罪
レ
己
、
是

以
広
為

二
蒼
生

一遍
求

二景
福

一。

(天

平
九
年

以
来

の
天
災
地
変

疫
病

の
流
行
)

日

故
前
年

馳
レ
駅
増

飾
天
下

神
宮

一。

(
天
平
九
年

十

一
月

三
日
、
天
平
十

二
年

五
月
廿

四

日
条
)

四

去
歳

普
令
下
二
天
下

一造

二
釈

迦
牟
尼

仏
尊
像

高

一
丈

六

尺
者
各

一
鋪

一、
井

写
中
大
般
若

経
各

一
部

上

(天

平
九
年

三
月

三

日
条

、
天
平
九

年

二
月
十

二
日
条
)

㈲

自

二
今
春

一巳
来

、
至
二
干

秋
稼

一、
風
雨

順
レ
序

、
五

穀

豊
穣
、

此
乃

徴
レ
誠
啓

レ
願
、
霊

既
如

レ答

、

載
憧

載
催

、
無

二
以
自

寧

一。

(
天
平
十

一
年
七

月
十

四
日

の
条
)

案

レ
経

云
、

「
若
有
下
国

土

講
宣
読

請
、
恭

故
供
養

、
流

二
通
此
経

一王
者
上
、

我
等

四
王
、
常

来
擁

護

、

一
切
災
障

、
皆

消
珍
」

憂
愁
疾

疫
、

亦
令
二
除
差

一、
所

レ

願
遂

レ
心
、
恒
生

二
歓
喜

一。

(金
光

明
最

勝

王
経

滅
業
品

第

五
)

㈹

宜
令
下
二
天
下
諸

国

一各
敬

二
造

七
重
塔

一
区

一、
井

写

金

光
明
最

勝

王
経

、
妙

法
蓮
華
経

各
十
部

上
。

(
天
平

十

二
年

六
月
十

七

日

・
神

亀

五
年
十

二
月

廿
八

日
)

朕

又
別

擬
二写

金
字
金

光
明

最
勝

王
経

一、
毎
レ
塔

各

令

二
一
部

一、
所

レ
翼
、
聖

法
之

盛
、
与

二
天
地

一而
永
流

、
擁
護

之

恩
、
被

二幽

明

一、
而

恒
満
。

(天
平

十

三
年

三
月
廿

四

日
)

㈹

其
造

塔
之
寺

、
兼
為

二
国

華

一、
必

択
二
好
処

一実

可

二
長
久

一
近
レ
人
則
不
レ
欲
二
薫

莞
所
ツ
及

、
遠

人

則
不

レ
欲
二
労
レ
衆
帰

集

一、
国
司
等

各
宜
下

努
存
二
厳

飾

一
兼
尽
中

潔
清
上
、
近
感

二諸

天

一、

庶
幾
臨

護
、
布

二
告

遽
遍

一令

レ
知

二朕
意

一。

(天

平
十

三
年

三
月
廿

四

日
)

田

又
毎

レ
国
僧
寺

、
施

二封

五
十
戸

一、
水

田

一
十
町

一
尼
寺
水

田
十

町
。

(
天
平

十
三
年

正
月
十

五

日
)

(天
平
十

三
年

三
月

廿

四

日
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

㈹

僧
寺

必
令
レ
有

二廿

僧

一、
其
寺
名

為

二金

光
明

四
天

王
護
国
之
寺

一、

尼
寺

一
十
尼

、
其

寺
名

為

二法

華

滅
罪
之

寺

一

(
天
平
十

三
年

三
月

廿

四
日
)

㊨

両
寺
相

共
宜
レ
受

二教

戒

一、
若
有

レ
閾
者

即

須
二
補

満

一、
其
僧

尼
、
毎

月

八
日
、
必
応

レ
転

二
読
最
勝

王
経

一、
毎
至

二
月
半

一、
諦

二
戒
掲
磨

一
毎

月
六
斎

日
一
、
公
私

不
レ
得

二
漁
猟
殺
生

一、

国
司
等
宜

二恒
加

二
検

校

一。

(天

平
九
年

八
月

二
日
)

も

ち
ろ

ん

こ
の
詔

は
国
司

に
対

し

て
出

さ
れ

た
も

の
で
あ

る

が
、
の

に

つ
い
て
は
聖
武

天
皇

と
し

て
は

か
ね

が
ね
よ
り

中
国

の
天
子
思

想

に
よ
る

天
皇

の
君
主

と
し

て

一一40一



の
政
治
の
実
践
を
具
現
し
よ
う
と
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
た
は
る
か
に
聖
徳
太
子
以
来
の
思
想

で
あ
り
、

「
国
靡
三
一君
一、
民
無
二
両
主

一、
率
土
兆
民
、
以

レ
王
為
レ

主
」
⑦
ま
た
大
宝
令
が
発
布
さ
れ
て
も
、
い
ま
だ
充
分
に
八
省
の
整
備
、
諸
国
司
の

任
命

も
充
分
で
な
か

っ
た
。
ま
た

諸
国

の
支
配
の
う
ち
で
も
、
摂
津
大
夫
と
大
宰

府
は
特

に
正
三
位
、
従

三
位
等
の
高
官
が
補
任
さ
れ
、
諸
国
司
で
も
大
和
、
伊
賀
、
尾
張
、
上
総
、
下
総
、
越
中
、
備
前
、
長
門
、
讃
岐
等
は
大
宝
元
年
当
初
よ
り
国
守

の
任
命
が
あ
る
が
、
他

の
国

々
は
和
銅
元
年

(
七
〇
八
)
の
補
任
が
最
も
明
確
に
史
上
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
や
は
り
平
城
遷
都
と
国
内

の
整
備
が
共
通
し
て
行

わ
れ
た
こ
と
を
示
す

の
で
あ

っ
て
、
こ
の
年
に
は
地
方
宮
よ
り
中
央

へ
転
出
す
る
の
も
あ

っ
た
。

こ
と
に
北
陸
経
営
は
、
日
本
海
ぞ
ひ
に
出
羽
経
営
に
よ
る
蝦
夷

の
追
込
み
、
ま
た
上
総
、
下
総
等
は
東
北
よ
り
す
る
彼
ら

へ
の
攻
撃

の
兵
帖
基
地
と
し

て
の
役
割
を
持

っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
陸
奥
守
は
そ
の
直
接
責
任
者
と
し
て
の
地
位
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
国
司
交
替
期
を
見
て
み
る
と
天
平
十
年
度
に
は
十

三
ケ
国
、
十
三
人
、
十
八
年

度

に
は
十
七
ヶ
国
二
十
二
人
の
国
司
交
替
の
波
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
時
期
に
地
方
政
治

の
改
変

の
必
要
が
せ
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
天
平
十
年
に

は
九
年
よ
り
疫
病

に
た
ほ
れ
た
も

の
の
補
充

の
た
め

の
補
任
が
あ
り
、
十
八
年
は
大
仏
建
立

へ
の
協
力
の
た
め
の
入
事
刷
新
と
し
て
国
司
の
交
替
が
受
け
と
ら
れ
る
の
で

あ
る
、
そ
し
て
い
ま

の
十

一
年
よ
り
十
七
年
ま
で
は
国
司
の
移
動
は
か
な
り
少
な

い
こ
と
か
ら
考
え
て
い
ま
の
国
分
寺
の
創
設
に
つ
い
て
は
新
任
の
国
司
を
求
め
る

こ
と

な
く
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
天
平
十
三
年
度
は
、
八
月
九
日
と
十
二
月
十
日
の
わ
つ
か
の
移
動

に
止
ま

っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
九
州
隼
人
地
区
よ
り
薩
摩

に
い
た
る
ま
で
は
い
ま
だ
充
分

に
朝
廷
の
支
配
下
に
収
め

て
い
な

い
た
め
広
嗣
の
乱
も
、
か
か
る
朝
廷
の
支
配

の
及
び
が
た
い
隼

人
と
の
共
同
同
戦
線
の
上

に
仕
組
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
序
文

で
は
そ
の
中
心
は
朕

の
薄
徳

を
補
は
ん
と
す
る
に

「
災
除
福

至
」
を
以
て
し
よ
う
と
し
た
意
志
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

口
は
先
述
の
如
く
、
天
平
九
年
来

の
早
害
、
地
震
、
天
然
痘
の
流
行
、
広
嗣

の
乱
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
前
述

し
た
。

日
は
井
上
氏
等
も
示
さ
れ
て
い
る
如
く
天
平
九
年
十

一
月
三
日
の

「
遺
こ
使
干
幾
内
及
七
道

}令
レ
造
二
諸
神
社

こ

⑧

で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に

天
下
神
宮

と
し
て
い
る
こ

と
は
や
は
り
伊
勢
神
宮

へ
の
奉
弊
も
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

こ
と
に
天
平
十
年
五
月
廿

四
日
の
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
ば
か
り
の
橘
諸
兄
と
神
祇
伯
中
臣
名
代
、

右
少
弁
紀
宇
美
、
陰
陽
頭
高
麦
太
が

「
賓

二神
宝
一、
奉
二伊
勢
大
神
宮

こ

⑨
を
も
加
え
て
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て
は
天
平
九
年
三
月
三
日
の
詔
、

「
毎
レ
国
令
下
造
二釈
迦
仏
像

一
駆
、
挟
持
菩
薩
二
躯

一兼
写
中
大
般
若
経

一
部
上
」
⑩

こ
れ
は
天
平
八
年
十
月
二
十
二
日
の

大
宰
府
の
報
告

に
よ
る
疫
瘡
の
流
行
と
天
平
九
年

二
月
十
二
日
の
新
羅
使
の
無
礼
に
対
す
る

「
発
兵
加
二
征
伐

一」
と
い
う
事
件
に
対
す
る
反
応

で
あ
る
こ
と
に
は
相
異
な

国
分
寺
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考
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い
が
、
天
平
十
三
年
の
場
合
は
釈
迦
像
を

一
丈
六
尺
と
し
、
天
平
九
年

の
挟
持
菩
薩
は
は
ぶ
き

一
駆
を

一
鋪
と
訂
正
し

て
い
る
点
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。

㈲

に
つ
い
て
は

「
今
春
」
と

「
秋
稼
」

の
語
が
そ
の
ま
ま
残
り
、
二
月

の
勅
と
し

て
矛
盾
を
蔵
す
る
こ
と
に
な

っ
た
L
⑪
と
い
わ
れ
る
が
こ
れ
に
は
同
じ
難

い
。

こ
れ

は
素
直
に
見
る
と
き
五
穀
曲豆
穣
を
嬉
ん
だ
類
例
を
か
か
げ
た
の
で
あ

っ
て
、
八
、
九
年
よ
り
の
旱
害
に
な
や
ま
さ
れ
た
結
果

、
そ
れ
を
の
が
れ
て
風
雨
順
序
と
な

っ
た
年

　

　

　

　

　

　

の

「
自
二今
春

一己
来
、
至
二
干
秋
稼

」

収
獲

の
嬉
び
を
指
す
の
で
あ

っ
て
、
天
平
十

一
年
七
月
十
四
日
の

「
詔
日
、
方
今
孟
秋
、
苗
子
盛
秀
、
欲

レ
令

二風
雨
調
和
年
穀
成

熟

一、
宜
レ
令
二
天
下
諸
寺

一転
二読

五
穀
成
熟
経

一井
悔
過
七
日
七
夜
焉
」
⑫
と
あ
れ
ば
、
天
平
十

一
年
の
今
春
よ
り
孟
秋
ま

で
と
理
解
す
る

の
が
至
当

で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
天
平
十

}
年

の
こ
の
記
事
以
後
に
収
穫

の
減
少

に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
な

い
し
、
天
平
十

二
年
六
月
十
五
日
の
詔

に
も

「
勅
日
、
朕
君
二
臨
八
荒

一、
奄
二有
萬

姓

「、
履
・
薄
・
駅
レ朽
、
情
深
二覆
育
一
、
求
レ
衣
、
忘
レ
寝
、
思
二
切
納
陛

一、
恒
念
、
何
答
二
上
玄

一、
人
民
有
二
休
平
之
楽

一、
能
称
二
明
命

一、
国
家
致
二
寧
泰
之
栄

こ

⑱
と
、

や
う
や
く
民
心
が
安
定
し
、
寧
安

の
楽
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
天
平
十
七
年
以
来

の
風
雨
順
時
、
五
穀
成
熟
の
結
果
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

因
に
つ
い
て
は
最
勝
王
経

の
経
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
最
勝
王
経

の
原
文
と
の
相
違

に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
に
関
腓

の
あ
る
経
文

は
金
光
明
最
勝
王
経
第
三
滅
業
品
第
五
の
文
を
見
る
と

〔滅業品第五〕

　

　

　

　

　

　

　

　

若
有
国
土
講
宣
読
諦

　

　

　

　

此
妙
経
王
、
是
諸
国

　

　
　

　

　

　

　

主
、
我
等
四
王
常
来

む

む

擁
護
行
住
共
倶
、
其

　

　

　

王
若
有

一
切
災
障
及

諸
怨
敵
、
我
等
四
王

　

　

　

む

皆
使
消
珍

む

む

む

む

む

む

む

む

若
有
国
土
講
宣
読
調

恭
敬
供
養
、
流
通
此

む

む

　

　

経
王
者
、
我
等
四
王

む

　

む

む

　

む

　

常
来
擁
護
、

一
切
災

む

む

む

む

む

障
皆
使
消
珍

⑭

〔続紀引用文〕
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こ
の
よ
う
に
経
文
の
引
用
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
流
用
す
る
の
で
な
く
必
要
な
事
句

に
つ
い
て
選
択
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
に
我
国

の
王
法
興
隆

に
適
合
す
る
よ
う



に
経
の
文
字

の
配
置
を
考
え
て
い
る
。

「
諸
国
主
」

と
か
、
「
其
王
」

と
か
い
う
仏
教

の
示
す

一
般
的
の
国
王
に
共
通
な
条
項
を
削
除
し
て
、
「
流
通
此
経
王
」

に
改
め
、

「
我
等
四
王
」

の
重
復
を
さ
け
て
い
る
。
こ
こ
に
も
当
時
の
仏
教
経
典
の
受
容
が
か
な
ら
ず
し
も
経
典

の
文
句
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
の
で
な
く
、
我

国
の
国
情

に
A
口
致

す
る
よ
う
に
改
変
撰
択
し
て
い
る

こ
と
は
、

日
本
人

の
外
来
文
化
受
容
に
対
す
る
基
本
的
な
態
度

で
あ
る
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
。

㈹
に
つ
い
て
は
天
平
十
二
年
六
月
十
九
日
の

「
令

二下
天
下
諸
国
一
、
毎
レ
国
写
レ
国
写
二
法
華
経
十
部

一井
建
中
七
重
塔
上
」
翻

の
七
重
塔
建
立

の
詔
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
と
も
な

っ
て
、
神
亀
五
年
十

二
月
二
十
八
日
の

「
十

二
月
己
丑
、
金
光
明
経
六
十
四
鉄
六
百
四
十
巻
頒
二
於
諸
国
一
、
国
別
十
巻
、
先
レ
是
諸
国
所
レ有
金
光
明
経

、
或
国
八
巻
、
或
国
四
巻
、
至
レ
是
写
備
頒
下
、
随
二
経

到
日
一、
即
令
二
転
読

一為
レ
令
二
国
家
平
安

一也
」
⑯

と
し
て
開
腓
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
記
要
は
皇
太
子
嘉
去
の
後
四
ケ
月
目
に
出
さ
れ
た
。
ま
え
の
皇
太
F
の
病
に
対
す
る
平
癒
祈
願
に

つ
い
て
は
国
毎
の
観
音
像
及
そ
の
経
典

の
配
布
を
述

べ
て
こ
の

経
典
に
は
ふ
れ
ず
、
い
ま
十
二
月

二
十
八
日
に
は

あ
ら
た
め

て
正
月

の
斉
会

の

た
め
に
頒
布
さ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
こ
の
金
光
明
経

.
大
般
若
経

.
金
剛
般
若
経
の

護
国
経
典

の
調
経
転
読
は
天
武
朝
頃
よ
り
行
わ
れ
て
い
て
基
本
的
に
は
四
大
寺

、
京
中

の
諸
寺
等

で
天
災
地
変
、
妖
星
出
現
、
天
皇

.
皇
后
の
不
予
等

の
場
合

に
盛

に
読

請
せ
ら
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
天
武
天
皇
の
五
年
の
夏
の
天
下
大
旱
に
つ
い
て
六
月
に

「
遣
二使
四
方

一
、
捧
二
幣
常

一祈
二諸
神
祇

一」
⑰
ま

た

仏
事

と
し

て
は

十

一
月

に

「
遣
二使
於
四
方
国

一
、
説
二
金
光
明
経

・
仁
王
経
一」
⑱
と
、
金
光
明
経
は
旱
害
を
通
じ
て
諸
国
に
波
及
し
て
い
く
傾
向
を
示
し
た
。
ま
た
天
武
九
年
五
月
に
な
る
と
、
こ

の
経
典
を
宮
中
及
諸
寺
で
説
か
し
め
る

こ
と
が
行
わ
れ
、
次
第
に
教

理
的
な
理
解
を
も
高
ま

っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
⑲
も
ち
ろ
ん
宮
巾
講
経
と
地
方
講
経
は
並
列
し

て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
持
統
五
年

に
は
宮
中
調
経
の
た
め

「
天
皇
詔
二
公
卿

等
一
日
、
卿
等
於
二
天
皇
世
}
、
仏
殿
経
蔵
一行
二
月
六
斉
一」
と

天
智
天
皇
以
来

の
宮
巾
請
経

の

傾
向
は
持
統
天
皇

の
場
合

よ
り
天
皇
に
対
す
る
追
慕

の
た
め
に
も

「
当
下
勤
心
奉
中
仏
法
上
」

と
い
う

主
張
は
宮
中

に
も
み
な
ぎ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
⑳
持
統
八
年
に
は

つ

い
に
金
光
明
経
は

「
以
二
金
光
明

一
百
部
一、
送
二
置
諸
国
一、
必
取
二
毎
年
正
月
上
玄

一
読
之
、
其
布
施
以
二
当
国
官
物

一」
⑳
と
諸
国
に
頒
布
さ
れ
正
月
上
旬

(
一
日
ー
十

四
日
)

の

一
七

日
に
読
調
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
天
平
八
、
九
、
十

一
年
の
諸
国
正
税
帳
内

に
見
え
る
正
月
十
四
日
の
最
勝
王
経
請
経

は
こ
の
類
例

に
も
と
つ

く
も
の
で
あ
る
。
金
光
明
経
が
減
罪
救
苦
を
説
き
、
同
経

の
臓
悔
品
第

三
の
な
か
に
も

「
所
謂
金
光
滅
コ
除
諸
悪
一
、

千
劫
所
レ
作
極
重
悪
業
、

若
能
至
心

一
幟
悔
者

、

如
レ
是
衆
罪
悉
皆
減
尽
、

我
今
己
説
二
臓
悔
之
法

一
…
…
当
為
二国
王

陶
輔
相
大
臣
之
行

二
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分
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敬

【
、
非
下
於

一
仏
五
仏
十
仏

一、
種
二
諸
功
徳
一聞
中
是
俄
悔
上
、
若
於
二
無
量
百
千
万
億
諸
仏
如
来

一、
種
二諸
善
根

一然
後
乃
得
三
聞

二是
臓
悔

一L
⑫

悔
過
峨
悔

の
話
を
説

い
て
い
る
こ
と
は
、
年
頭
斉
会

へ
の
こ
の
経
の
受
容
が
高
ま
り
、
そ
の
年
次
の
五
穀
成
熟
、
国
安
太
平
の
祈
願
を

こ
の
経
典

に
よ

っ
て
行
な
ほ
う

と
し
た
と
こ
ろ
に
最
勝
経
読
蒲

の
法
会
が
年
中
行
事
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
定
着
化
し
て
い

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
と
に
そ
の
た
め
に
持
統
十
年

に
は
毎
年
十

二
月

晦

日
に
浄
行
後
十
人
を
選
定
し
た
。
そ
し
て
慶
雲

二
年

の
金
光
明
経
の
諦
経
の
理
由
と
し
て
も
、

「
令
陰
陽
錯
乱
水
旱
失
レ
時
、
年
穀
不
レ
登
、
民
多
菜
色
上
」

と
そ
の
目

的
は

「
為
二
救
民
苦

一」
⑳
を
主
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
。

霊
亀
二
年
五
月
十
五
日
の
寺
院
統
制
の
詔
に
も
諸
国
司
は
周
師

・
衆
僧
と
檀
越
と
と
も
に

「
諸
国
寺
家
、
堂
塔
難
レ
成
、
僧
尼
莫
レ
住
、
礼
仏
無
レ
聞
」
⑳
と
諸
国
に
国

師

の
存
在
が
見
え
て
い
る
。

ま
た
神
亀

二
年
の

「
読
二金
光
明
経
一
、
若
無
二此
経

一、
便
転
二
最
勝
王
経
一」
㊧

に
お
い
て
も
金
光
明
経
は
前
説

の
如
く

最
勝
王
経

に

置
き
か
え
ら
れ
る

こ
と
と
な

っ

た
。

こ
の
時
は

「
天
示
二
星
異
[
、
地
顕
二動
震
こ

と

い
う
不
時
の
異
変

の
た
め
通
例
の
正
月
十
四
日
の
諦
経

で
な
く
、
特
別
に
九
月
廿
三
日
よ
り

一
七
日
の
転
経
で
あ

っ

た
。こ

の
よ
う
な
奈
良
初
期
に
お
け
る
金
光
明
経

・
最
勝
王
経
の
慶
重
な
る
異
変
に
対
処
す
る
諸
国
で
の
転
経

の
た
め
に
は
当
然
、
そ
の
国
庁

の
国
師
を
中
心
に
国
庁

で
、

宮
中
講
経
の
小
規
模
な
形
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
た
め
に
も
経
典
の
頒
布
は
当
然
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
神
亀
五
年

の
国
別
十
巻
、
殊
に
大
国
八
巻
、
小
国
四
巻
、
即
ち
、
大
国
に
は
金
光
明
経
二
部
、
小
国

二
部
の
書
写
安
置
が
必
要
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

諸
国

に
お
け
る
金
光
明
経
及
最
勝
王
経

の
諦
経
は
、
諸
国

の
正
税
帳
に
お
い
て
は

「
正
月
十
四
日

斉
会
供
養
料
」
と
し
て

天
平
六
年
度

の

尾
張
国
、
同
八
年
の
薩
摩

国

、
同
九
年
の
但
馬
国
、
同
十
年
の
淡
路
国
と
駿
河
国
、
同
十

一
年

の
伊
豆
国
で
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
こ
で
は
八
巻
の
金
光
明
経

(淡
路

・
伊
豆
は
四
巻
)

と
十
巻
の
最
勝
王

経

が
転
読
さ
れ
、
す
で
に
天
平
六
年
頃
よ
り
国
衙
調
経
が
明
か
に
年
中
行
事
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
供
養
料

は
国
衙

の
正
税
に
よ
り
ま
か

な

は
れ
、
封
戸
を
充
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
薩
摩
国
の
例
で
は
、

「
依
例
正
月
十
四
日
、
読
八
巻
、
金
光
明
経
、
井
十
巻
金
光
明
最
勝
王
経
、
仏
聖
僧
及
読
調
僧

一
十

一
躯
、
合
十
三
躯
供
養
料
、
稲
弐
拾
束
五
把
拾
分
把
之
騨
、

(
躯
別

一
束
五
把
八
分
)
当
国
僧
合

一
十

一
躯

三
百
八
十
四
日
、

一
躯

一
百

一
十
三
日
)
惟
単
参
千
九
百
五

十
三
人
供
養
料
、
稲
壱
千
五
百
八
拾
壱
東
二
把

(
僧
別
四
把
)
」

(大

日
本
古
文
書
二

・
=
二
頁
)
と
、
こ
の
例
の
ご
と
く
僧
十

一
人
で

一
年
間
諦
経
が
国
衙

で
お
こ
な
は

れ

て
い
る
以
上
、
国
衙
内
の
内
道
場

の
設
定
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が

の
ち
の
国
分
寺

へ
発
展
す
る
母
体
で
あ

っ
て
、
天
平
十
三
年
正
月
十
五
日
の

一44一



「
国
分
寺
」
は
こ
の
よ
う
な
も

の
を
指
す

の
で
あ

る
。

そ
し
て
こ
れ
は
神
亀
五
年
十
二
月
廿
八
日
の
金
光
明
経
の
頒
布
の
国
ご
と
八
巻
ま
た
は
四
巻

の
記
事
と
も
相
通
ず
る
も

の
で
あ

っ
て
、
こ
の
十
二
年
廿
八
日
の
頒
布
は

ま

っ
た
く
国
衙
に
お
け
る
正
月
十
四
日
の
斉
会

の
た
め
の
も

の
で
あ

っ
て
、
国
衙
諦
経
が
年
中
行
事
化
し
た
の
は
持
統
八
年
よ
り
天
平
元
年
に
到
る
間
で
あ
る
と
見
る
こ

と
が
至
当
で
あ

る
。
ま
た
天
平
六
年
十

一
月
の
僧
尼
の
度
者
に

つ
い
て
法
華
経

一
部
と
最
勝

王
経

一
部
を
暗
講
し
て
そ
の
採
用
の
規
準
と
し
た
こ
と
は
、
諸
国
国
師
等
に

配
す
る
僧
尼

へ
の
準
備

で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
天
平
九
年

の
悪
疫
流
行
等
の
三
重
苦
の
世
相
に
お
い
て
は

「
為
二
天
下
太
平
国
土
安
寧

一、
於
二
宮
中

一
十
五
処
一
、
請
二
僧
七
百
人
一、
令

レ
転
二大
般
若
経

・
最
勝
王
経
【、
度
二
四
百
人
、
四
畿
七
道
諸
国
五
百
七
十
八
人
」
㊧

と

い
う
臨
時
的
な
最
勝
王
経
の
転
読
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
調
経
の
恒
常
的
な
も
の
が
次
第
に
最
勝
王
経
の
も

つ
悔
過
的
性
格

の
発
展
と
と
も
に
大
晦

日
よ
り
元
日

へ

の
大
抜

の
思
想
と
も

つ
な
が
り
を
持

っ
て
宮
中
及
国
衙

で
の
正
月

一
七
ケ
日
の

請
経

と
し
て

斉
会

が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
こ
れ
が
後
の
御
斉
会

の
起
源
で
も
あ

る
。ま

た

つ
ぎ
に
七
重
塔

の
設
置
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
井
上
氏
も
論
じ
て
お
ら
れ
る
如
く
天
平
十
二
年
六
月
十
九

日
の

「
甲
戌

、
令
二
下
天
下
諸
国

一、
毎
レ
国
写
二
法
華
経
十
部

一、
井
建
中
七
重
塔
上
」
⑳

こ
の
詔
が
国
分
寺
創
設
に
直
接
関
腓
あ
る
記
事

で
、
た
だ
こ
の
記
事
が
詔
の
形
式
を
と

っ
て
い
な
い
こ
と
に

つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
と
の
考
え
方
も
あ
る
が
・

こ
こ
で

は
七
重
塔
が
必
ず
し
も
最
勝
王
経
に
限
定
し
た
も

の
で
も
な

い
。
法
華
経
等
に
も
宝
塔
涌
出
品
の
思
想
も
あ
り
、
塔
の
存
在

に
つ
い
て
は
国
分
寺
創
建

の
詔
の
天
平
十

三

年

の
詔
に

「
其
造
塔
之
寺

、
兼
為
二
国
華
一
、
必
択
二
好
処

一、
実

可
二
長
久

」

と

い
う
思
想
こ
そ
そ
の
意
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合

、
天
下
諸
国
に
命

じ

、
国
毎

に
以
前

の
最
勝
王
経

の
ほ
か
法
華
経
を
安
置
す
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

さ

て
天
平
十
三
年
三
月
廿
四
日
の
詔
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
最
も
関
勝
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
同
年
正
月
十
五
日
の

藤
原
不
比
等

の
食
封
を

「
施

二
入
諦
跡

ヘ

ヘ

へ

国
分
寺

一
、
以
充
下
造
丈
六
仏
像
之
料
上
」
⑳

と
い
う
記
事

の
な
か
の

「
諸
国
国
分
寺
」

の
句

で
あ
る
が
、
い
ま

注
意
す

べ
き

こ
と
は
こ
の

天
平
十

三
年

三
月
廿
四
日
の

詔
に
造
寺

、
造
仏
、
造
塔

の
創
設

の
意
を
表
現
す
る

「
造
」

の
句
が
見
当
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
聖
武
天
皇

の
哀
筆
金
字
金
光
明
経

の
記
事

の
み
が
こ
の
詔
で
初

め

て
出
現
し
た
も

の
で
あ

っ
て
、
釈
迦
造
像

の
件
も
、
敬
造
七
重
塔
も
従
前

の
詔
や
勅

の
重
復
と
し

て
見
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

も

ち
ろ
ん
国
分
寺
の
名
も
見
え
て
い
な

い
。
国
分
寺

の
記
事
は
、
正
月
十
五
日
に
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。

こ
れ
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
金
光
明
最

国
分
寺
成
立
考
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国
分
寺
成
立
考

勝

王
経
の
受
容

の
神
亀
二
年
よ
り
、
そ
の
経
典
思
想
の
も
と
に
国
家
平
安
を
祈
願
し
、
そ
れ
が
宮
中

・
国
衛
請
経

へ
進
み
、
最
勝
王
経
の
頒
布
の
神
亀
五
年
、
及
び
、
天

平
九
年
の
大
厄
の
後
の
八
月

二
日
の

「
命
一一四
畿
内
二
監
及
七
道
諸
国
僧
尼

一、
清
浄
沐
浴
、

一
月
之
内
二
三
度
、
令
二
読
最
勝
王
経

一、
又
月
六
斎

日
、
禁
断
殺
生
」
⑳

の
状
況
に
ま
で
発
展
し
・
こ
の
よ
う
な
国
衙
論
経
の
場
所
と
し
て
は
天
平
六
年
よ
り
九
年
ま
で
の
間
に
国
分
道
場
と
し
て
国
庁

の
背
後
に
国
家
祈
願
を

の
対
称
と
す
る
仏

寺
が
国
司

゜
国
師
を
中
心
と
し

て
宮
中
の
内
道
場
的

に
似
た
性
格
の
小
規
模
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
が
毎
年
請
経

の
必

要
に
せ
ま
ら
れ
次
第
に
拡
大
し
て
い

っ
て
次
第
に
仏
寺

に
近
づ
き
、
そ
れ
が
国
毎
に
造
寺
さ
れ

て
い
く
と
い
う
結
果
よ
り
し
て
国
分
寺
と

一
般
に
称
さ
れ
る
に
到

っ
た
の

で
あ
ら
う
・
故

に
こ
の
十
三
年
正
月
十
五
日
の
国
分
寺
の
称
は
そ
の
結
果
初
め
て
続
紀

に
記
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
経
済
的
負
担
に
於
て
国
衙
正
税
以
外
に
藤

原

不
比
等
の
遣
産
が
祈
願
の
た
め
に
光
明
皇
后
を
中
心
と
す
る
人

々
に
よ
り

「
諸
国

の
国
分
寺
」
に
寄
進
さ
れ
る
に
到

っ
た
の
で
そ
の
寺

の
名
が
明
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
国
分
寺

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

「
毎
レ
国
仏
寺
」
ま
た
は
国
衙

の
祈
願
寺

で
あ

っ
て
も
、
寺

の
個
有
名
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、

二
つ
の
寺
と
も
呼
称
さ
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
寺

が
僧
寺

、
尼
寺
と
別

々
に
建

て
ら
れ
る
べ
き

こ
と
は
僧
尼
令

に
お
い
て
も
僧
尼
の
同
居
は

禁

止
し
て
い
る
以
上
、

こ
の
よ
う
な
二
種
の
寺
と
し
て
国
衙
周
辺
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
う
な
づ
け
る
の
で
あ
る
。

囚
に
つ
い
て
は
い
ま

の
天
平
十

三
年
三
月
廿
四
日
の
詔
を

e
金
字
金
光
明
最
勝
王
経

の

一
部

の
塔
毎

の
安
置
、
口
僧

.
尼
寺

へ
の
封
戸

の
配
分
、
日
僧

.
尼

の
員
数

の
指
定
・
日
国
分
寺
の
称
名
と
し
て
の
所
依

の
経
典
に
よ
る
寺
名

の
決
定
、
こ
れ
が
こ
の
詔
の
主
要
目
的
で
あ

っ
て
、
他

の

毎
月
請
経
、
六
斎

日

の

殺
生
禁
断
等
は
前

項

に
も
あ

っ
た
如
く
、
僧
尼
の
生
活
に
関
す
る
通
則
に
す
ぎ
な
い
。

即
ち
・
こ
こ
で
は
金
字
金
光
明
経
の
塔

へ
の
安
置

は
や
は
り
こ
れ
ま

で
漸
次
造
建

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
七
重
塔
に
対
し
て
そ
れ
を

「
為

二
国
華

一、
必
択
二
好

処

へ

実
可
二長
久

一…
…
国
司
等
各
宜
下
努
存
二厳
飾

一兼
尽
潔
清
上
」
よ
う
に
国
華
と
し
て
の
性
格
に
中
央
よ
り
金
字
写
経
を
納
入
し
て
そ
の
性
格
を
確
固
と
す
る
こ
と
で

あ

っ
て
・
天
平
十
五
年
正
月
七

日
の
条

に
も
正
月
十
四
日
の
最
勝
王
経

の
転
読
を
求
め
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
が
詔
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
と
き
国
司

の
国
分
等

充
実

の
努
力
は

一
層
積
極
的
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
天
平
十
九
年
十

一
月
七
日
の
詔
に
も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「
詔
日
朕
以
二
去
季

当

蛋

。序

蒜

け

、
至
心
発
レ
願
欲
レ
使
二
国
家
永
固
、
聖
法
恒
修

、
遍
詔
・
天
下
諸
国

国

別
令
・造
・
金
光
明
寺
、
法
華
多

、

其

金
光
明
寺

造
各
二廿
逡

一
区
鼻

写
二金
蓼

蘇

経

州
艶

憲

塔
憂
こ

而
諸
国
司
等
、
慧

あ

行
、
蚤

裳

レ便
、
或
黛

・開
基

、
以
為
、
天
地
災
異

三

顕
来



む

む

蓋
由
藪
乎
』
朕
之
股
肱
、
豊
合
レ
如
レ
此
、
是
以
差
二従
四
位
下
石
川
朝
臣
年
足
、
従

五
位
下
阿
倍
朝
臣
小
嶋
、
布
勢
朝
臣
宅
主
等

一、
分
レ
道
発
遣
、
検
二
定

寺

地
「、
井

コ

　

察

二作
状

一
、
国
司
宜
下
与
二
使
及
国
師

一商

二定
勝
地
一勤
加
中
営
繕
上
』
又
任
下
郡
司
勇
幹
堪
上
レ
済
二諸
事

【、
専
令
二
主
当

一、
限
二
来
三
年
以
前

一、
造
二塔
金
堂
僧
房
一、
悉

皆

令
レ
了
、
若
能
契
レ
勅
、
如
レ
理
修

一造
之

一、
子
孫
無
レ
絶
任
二
郡
領
司

こ

其
僧
寺
尼
寺
水

田
者
、
除
二
前
入
数

一
已
外
、
更
加
二
田
地

{
僧
寺

九
十
町
、
尼
寺
四
十
町
、

便
仰
二
所
司

一、
墾
開
応
レ施
、
普
告
二
国
郡
一知
二

朕
意

一焉
」
⑳

と
あ

っ
て
、
こ
れ
は
い
ま

の
天
平
十
三
年

の
詔
の
後

の
状
況
を
示
す
と
と
も
に
こ
の
詔
に
よ

っ
て
天
平
十

三
年

の
状
況
も
明
と
な
る
。

こ
こ
で
は
天
平
十

三
年
に
は
国
分

寺

は
寺
地
の
状
況
に
お

い
て
も
不
便
な
所

に
あ

っ
た
り
、
ま
だ
充
分
に
基
礎
が
確
立
せ
ず
、
そ
の
責
任
者

の
国
司
の
誠
意
も
見
ら
れ
ず
、
そ
し

て
さ
ら
に
国
司
と
国
師
は

共
同
し

て
こ
の
諸
国
の
金
光
明
寺
の
営
繕

に
当
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
の
順
序
は
塔
-
金
堂
-
僧
房
の
順
序

で
、
天
平
十
三
年
に
は
国
分
寺
の
眼
目
の
塔

の
設
置
を
め
ざ
し
た
も
Q
で
あ
る
こ
と
は
さ
き
の
十
三
年

の
詔
で
明
で
あ
る
。
そ

の
点

か
ら
い

っ
て
、
本
格
的
に
国
分
寺
が
歩
み
出
し
た
の
は
七
重
塔
の
計
画
が
実
行

に
移
さ
れ
出
し
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
こ
の
塔

に
金
字
金
光
明
最
勝
王
経
を
納

入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
国
分

金
光
明
寺
の
発
展
の
基
礎
と
す
る
と

同
時

に
、
い
ま
ま

で
の
国
分
寺
に

明
確
に

「
其
寺
名
為
二
金
光
明
四
天
王
護
国
之
寺
」
と

僧
寺

名
を

定

め
、
尼
寺
を

「
名
為
二
法
華
減
罪
之
寺
」
と
教
理
的
に
も
公
称

の
寺
名
と
し
て
、
天
皇
の
最
勝
王
経
護
持

の

仏
教
的
政
治
思
想

の
具
現
と
、

「
像
法
中
興
」

の
理
想
を

推
進
し
よ
う
と
し
た
の
が

こ
の
詔

の
意
義

で
あ
り
、
創
建
詔
と
も

い
う

べ
き
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
天
平
十
五
年
の

「
為
レ
読
二
金
光
明
最
勝
王
経

一請
二
衆
僧
於
金
光

明
寺

」

⑳
と
い
う
い
い
か
た
は
、
や
は
り
最
勝
王
経
を
所
依
に
よ
る

こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
努
力

の
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

「
宣

二
揚
正
法

「
(中

略
)
故
以
二
今
年
正
月
十

四
日
一
(中
略
)
限
二
七

々
日
一、
転
二
読
大
乗
金
光
明
最
勝
王
経

一又
令
下
天
下
限
二
七

々
日
一禁
二
断
殺
生

一及
断
中
雑
食
上
、
」
⑫
と
、
国
郡
の
行
事

を
国
家
的
な
大
会
と
し
て
、
具
現
し
て
ゆ
く

こ
と
に
よ

っ
て
国
民
大
衆

の
大
仏
建
立

へ
の
意
欲
を
導

び
き
出
そ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し

こ
の
十
五
年
の
詔
に
、
す
で
に
僧
寺

の

「
金
光
明
四
天
王
護
国
之
寺
」

の
呼
称
を
単

に

「
金
光
明
寺
」
と
略
称
し
、
天
平
十
九
年
の
詔
で
は
天
平
十
三
年

の
こ

の
事
を

「
金
光
明
寺
、
法
華
寺
」
と
称
し

て
い
る
こ
と
は
、
国
分
寺
と

い
う
通
称
に
金
光
明
寺

と
い
う
通
称

が
附
加
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
諸
国
で
の
国
分
寺
の

呼
称

の
場
合
は
、
そ
の
国
名
を
付
し
て

「
当
国

の
国
分
寺
」

(
天
平
勝
宝
元
年
)
ま
た

「
諸
国

の
国
分
金
光
明
寺
」

(同
年
)
と
か
。

ま
た

「
東
大
寺
及
天
下
ノ
国
分
寺
」

(
天
平
宝
字

四
年
)
等

と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
、
国
分
寺
の

性
格

が
、
元
来
の
国
分
寺
と
、
朝
廷
を
中
心
と
す
る

「
金
光
明
寺
」

の
性
格
と
の
思
想
的
重
復
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

国
分
寺
成
立
考
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㈹
は
詔
の
結
文

で
あ
り
、
流
通
的
な
性
格
を
も

つ
文
章

で
あ
り
、
田
は
そ
の
経
済
的
基
礎
と
し
て
見
る

べ
き
で
あ
り
、
㈹
は
先
述
の
論
旨
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
の
僧
侶
の
員
数
と
日
常

に
つ
い
て
は
⇔
に
具
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
天
平
九
年
八
月

二
日
の
条
項
を
よ
り
国
分
寺
に
於

て
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
さ
き
の
天
平
十
九
年
の
詔
に
お
い
て
、
い
ま

の
天
平
十
三
年
の
詔
に
つ
い
て
そ
の
発
布
が
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
と
誤
記
し
て
い
る
こ
と
は
天
平
十

四
年
の
金
字
金
光
明
経

の
頒
布

の
勅
と
混
同
し
て
い
る
。
(補
注
一)
類
聚
三
代
格
の
編
者
が
、

こ
の
十
九
年
の
詔
の
日
付
を
そ
の
ま
ま
誤
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
聖
武
天
皇
の
施
入
に
な
る

「
金
字
金
光
明
最
勝
王
経
ト
を
単
に
金
字
金
光
明
経
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
天
平
十
九
年

の
詔
に
於
け
る
。
天
平
十
三
年
の
詔

の
取
扱
ひ
に
簡
略
さ
と
不
正
確
さ
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
誤
を
三
代
格
も
お
か
し
て
い
る
の
で
あ

る
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
坂

本

太
郎
博
士
の
説
に
し
た
が
い
た
い
。

(補
注
二
)

こ
の
よ
う
に
思
考
し

て
く
る
と
き
、
国
分
寺

の
成
立
に

つ
い
て
は
決
し
て
天
平
十
三
年
三
月
廿
四
日
の
詔
が
や
は
り
思
想
史
的
に
も
創
建

の
詔
と
す

べ
き
も

の
と
思
考

す

る
。

そ
し
て
こ
の
詔
は
国
分
寺
が
国
分
金
光
明
寺

に
転
ず
る
経
緯
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
の
詔
は
国
分
寺
推
進

へ
最
も
積
極
的
に
朝
廷
が
示
し
た
態
度
で
あ

る
と
し
て
創
建
の
詔
と
し
て
最
も
重
要
な
、
且

つ
創
建

の
詔
に
擬
せ
ら
れ
て
も
よ

い
詔
で
あ
る
と
理
解
す
る
も

の
で
あ
る
。

最
勝

王
経

の
受
容
よ
り
広
嗣
の
乱
を
経
て
高
ま

っ
て
い

っ
た
国
分
寺
成
立
の
動
き
は
、
こ
の
詔

に
よ

っ
て
決
定
ず
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
重
大
な
臨
時
の
と
詔

し
て
天
下
に
公
布
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
こ
そ
国
分
寺
成
立
の
根
本
義
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
か
か
る
意
図

の
も
と
に
こ
の
小
論
を
結
ば
ん
と

す
る
も

の
で
あ
る
。

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 註

井
上
薫
氏

「
奈
良
朝
仏
教
史
の
研
究
」

第

二
章

国
分
寺
の
創
建

四
七
頁
i

一
二
三
頁

小
著
、
東
大
寺
の
歴
史

第

一
章
、
第

一
節
、
東
大
寺
と
国
分
寺
と
の
関
係

一
-
八
頁

井
上
薫
氏

「
奈
良
朝
仏
教
史
の
研
究
」

一
二
〇
頁
ー

=

=

頁

類
聚
三
代
格
三
、
国
分
寺
事

四
五

一
頁

令
義
解
第
七
、
公
式
令
第
廿

一

続
日
本
紀
第
十
四
、
天
平
十
三
年
正
月
十
五
日
条

日
本
書
紀
廿
二
、
推
古
天
皇
十
二
年
四
月
三
日
条

(十
七
条

憲
法
第
十
二
条
)

⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧

続
日
本
紀
十
二
、
天
年
九
年
十

一
月
三
日
条

同

十
三
、
天
平
十
年
五
月
廿
四
日
条

同

十
二
、
天
平
九
年
三
月
三
日
条

前
掲
、
井
上
氏
著

=

○
頁

続
日
本
紀
十
三
、
天
平
十

一
年
六
月
十
四
日
条

同

十
三
、
天
平
十
二
年
六
月
十
五
日
条

大
正
蔵
十
六
、
四
〇
三
、
金
光
明
最
勝
王
経
第
三
、
滅
業
品
第
五
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⑫ ⑳ ⑳ ⑳ 魎 ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ㊧ ⑫ ⑳ ⑳ ⑲ ⑬ ⑰ ⑯ ⑮

続

日
本
紀
第
十
三
、

同

第
十
、

日
本
書
紀
二
十
九
、

同同同同大
正
蔵
経

続
日
本
紀

同同同同同同同同⑳

に
同
じ

三
十
、

++++++第+
五 七 二 四 三 二 九 七 三 六

、

天
平
十
二
年
六
月
十
九
日
条

神
亀
五
年
十
二
月
廿
八
日
条

天
武
五
年
六
月
条

天
武
五
年
十

一
月
廿
日
条

天
武
九
年
五
月

一
日
条

持
統
天
皇
五
年
二
月

一
日

〃

八
年
五
月
十

一
日
条

三
三
五
、
金
光
明
経
俄
悔
品

慶
雲
二
年
四
月
三
日
条

霊
亀
二
年
五
月
十
五
日
条

神
亀
二
年
七
月
十
七
日
条

天
平
九
年
八
月
十
五
日
条

天
平
十
二
年
六
月
十
九
日

天
平
十
三
年
正
月
十
五
日
条

天
平
九
年
八
月
二
日
条

天
平
十
九
年
十

一
月
七
日
条

天
平
十
五
年
正
月
十
三
日
条

補

注

(
一
)
正
倉

院

に

蔵
す

る

経
峡

の
銘

に
は

「依

二
天
平
十

四
年
歳
在

壬
午
春

二
月
十
四

日
勅

一
、
天

下
諸

国
毎
塔
安
二
置
二
金
字
金
光
明

最
勝
王
経

こ

と
あ

り
、

天
平
十

四
年

二
月

十
四
日
の

こ

の
勅

は
、
さ
き
の
天
平
十
三
年
三
月

二
十
四

日
の
詔

の

一
年
後

に
金
字
金
光
明
経
が
頒

布
さ

れ
る
勅
が

で
て
、
天
平
十

五
年

正
月

七
日

の
条
に

こ
の
経
典

の
読
調
が
提

唱
さ
れ

て
い
る
こ

と

か
ら
し

て
、
こ
の

二
月
十

四
日
の
勅
を
、
続

紀
の
編
者
が
天
平
十
九
年
十

一
月
七

日
の
詔

で
引
用
期

日
を
誤
記

し
、

そ
れ
を

三
代
格

が
踏
襲
し
た
た
め
の
誤
と
考
え
ら
れ

る
。

(
二
)
坂
本
博
士
は

日
本

歴
史

(
一
八
八
号

)
三
十

九
年

一
月
号
の
な
か
で
史
料
と
し

て
の
六
国
史

と
題
し

て
論
ぜ

ら
れ
た
な
か
に

「
格

と
国

史
と

の
内

容

の
相
違

で
歴
史

上

の
重
大
事
件

に
関

係
し

た
も

の
と
し

て
、
天
平
十

三
年
国

分
寺

の
造
立

の
詔
は
あ
ま
り
に
も
有
名

で
あ
る
。

三

代
格

で
こ
れ
を
勅

と
す
る
が
、
続

日
本
紀

で
は
詔
と
す
る
。
三
代
格

は

二
月
十
四
日
の
日
付

で
あ

る
が
、
続
紀

で
は
三
月

乙
巳

(
二
十
四

日
)
と
す
る
、
格

に
は

「
又
有
二
諸
願
等
条

例

一

如
レ
左

」
と
し

て
、
五
条

の
諸
願
を

加
え
て

い
る
が
、
続
紀
に
は
な

い
。

こ
れ
ら
に

つ
い
て

は
古
来
諸
説

紛

々
、
決
着
す

る
と

こ
ろ
が
な

い
。
」

と
の
べ
、

つ
い
で
、

「
諸

願
条
例

五
条

は
後
世

の
附
加
ら
し
く
、

こ
れ
は
続
紀

の
よ
う

に
な

い
の
が
よ

い
と
思

う
。
続
紀

に
ミ

ス
が

あ
る
と
と
も

に
、
格

に
も
後
世

の
附
加
擁

入
が
あ
る
。
格
文
を
全
面
的

に
信

用
す
る
こ
と

の

危
険

で
あ
る

こ
と
を
示
す
好
例
で
あ

る
と
思
う
。
」
と
述

べ
て

い
ら
れ

る
こ
と

は
私
の
述

べ

ん
と
し
た
こ
と
を
適
格

に
示
し

て
い
ら
れ

る
も

の
と
考

え
る
も

の
で
あ

る
。
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